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◇ここでは、自然浄化対策を講じる際に参考となるよう事例を整理した。 

◇事例については、湖沼自然浄化活用事業の取組のほか、文献や既往報告書等から整理を行

った取組も整理した。 

◇また湖沼水環境保全の取組を持続的・効果的に行っていくには住民等の協働・連携が不可

欠であるため、住民等が参加した湖沼の水環境保全の取組事例も整理した。 

◇ただしこれら事例には期待される効果を発揮されているものばかりではなく、課題が見ら

れるものも多い。事例別に対策を講じた場合の効果や配慮すべき点等を整理した。 
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第１章  湖沼自然浄化活用事業の取組事例                     
 

1.1 湖沼自然浄化活用事業の概要                        

 

 環境省では「湖沼流域水循環健全化事業（平成23～25年度）」の一環として、生態系機能を活用す

る水質改善などを図る対策に関する検討を目的とし、環境省と地方公共団体が実際の湖沼において自

然浄化対策を試験的に実施した。ここでは、自然浄化対策の効果や課題等を取りまとめる際の参考に

なることを目的として本事業の事例を整理した。 

この事業は地方公共団体等から公募したものについて、効果や課題等を参考とする事例になりそう

か、事業実施によりその湖沼の水環境保全への取組の発展や推進が期待されるかなどの観点から環境

省開催による専門家から成る「湖沼水環境調査検討会」で審査するなどにより6事業（表1.1-1）を

選定して実施した。 

その選定された地方公共団体等が、関係する湖沼で事業に関する調査、設計、工事から、水質の調

査・分析、効果検証まで行った。また、活用事業を実施することにより、自然浄化機能を活用した効

果的な水質保全対策を確立し、その普及に役立てるものである。 

 なお、湖沼自然浄化活用事業の概要については、表 1.1-1～2 に示すとおりであり、個別の詳細に

ついては次項でとりまとめた。 

 
表1.1-1 「湖沼自然浄化活用事業」の概要 

湖沼 

(事例番号) 

事業者 事業概要 

＜自然浄化対策の手法＞ 

実施年度 

八郎湖 

(1-1) 

秋田県 湖沼への流入汚濁負荷を削減することを目的とし、植生(自生

ヨシ)を用いた自然浄化対策（植生浄化）を試験ほ場で行う浄

化試験。 

＜植生を活用する(生やして刈る)取組[本編2.1参照]＞ 

H23年度 

～25年度 

大  沼 

(1-2) 

北海道 

七飯町 

湖沼への流入汚濁負荷を削減することを目的とし、植生（ヨ

シ）、透水材、暗渠排水を用いた自然浄化対策（土壌・植生浄

化（浸透流れ方式））を試験ほ場で行う浄化試験。 

＜土壌に浸透させる取組（植生組み合わせ有）[本編 2.2 参照]＞ 

H23年度 

～25年度* 

中  海 

(1-3) 

鳥取県 湖沼の栄養塩類等の汚濁負荷を削減することを目的とし、湖

内の海藻を採捕（藻刈り）する自然浄化対策。また刈り取っ

た海藻は堆肥化して農地で利用する。 

＜湖内等の水草を刈り取る取組[本編2.3参照]＞ 

H23年度 

宍道湖 

(1-4) 

島根県 覆砂による底質からの栄養塩類の溶出抑制とシジミ生息場創

出による水質浄化を図る。 

＜二枚貝等の浄化機能活用を促進する取組[本編2.4参照]＞ 

H23年度 

～24年度 

諏訪湖 

(1-5) 

長野県 ヒシの異常繁茂による影響（水質悪化等）の低減を目的とし、

湖内のヒシを採捕（刈取り）する自然浄化対策。また刈取っ

たヒシは堆肥化して農地で利用する。 

＜湖内等の水草を刈り取る取組[本編2.3参照]＞   

H24年度 

～24年度 

琵琶湖 

(1-6) 

滋賀県 水草の異常繁茂による影響（水質悪化等）の低減を目的とし、

湖内の水草を採捕（刈取り）する自然浄化対策。また刈取っ

た水草は堆肥化して農地で利用する。  

＜湖内等の水草を刈り取る取組[本編2.3参照]＞  

H24年度 

～24年度 

＊大沼は平成23年度～24年度に「湖沼自然浄化活用事業」を実施していたが、七飯町で平成25年度も継続して実施してお

り、その結果を提供していただいたため、本資料に反映した。 
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図1.1-1 湖沼自然浄化活用事業の対象湖沼位置 
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表1.1-2(1) 湖沼自然浄化活用事業の概要 

湖沼名 (1-1) 八郎湖 (1-2) 大沼 (1-3) 中海 

事業の 
目的・概要 

・本事業は、植生浄化により八郎湖への流入汚濁負荷（中央干拓地か

らの汚濁負荷）の削減を図ることを目的としている。 
・現地に自生するヨシを活用した試験ほ場を６面造成し、農業用幹線

排水路から農業排水を導水。 
・ヨシの自然浄化作用と水位調節によるDO（溶存酸素）確保で浄化。 
・H23試験は施設構造の形状を変えた３ケースで、H24～25試験は
造成したほ場（下図）で水質状況を調査。（H24：2面、H25：6面） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・本事例は、自生する植生の存在やスペースを有する湖沼で、流入水
の水質浄化（SSやCOD、栄養塩類（TP、TN）等が高い流入部で水質
浄化）を図りたい場合や生物の生息場創出、住民等の意識向上等を
期待したい場合に参考となる。 

・本事業は、大沼への流入汚濁負荷の削減を図ることを目的としてい

る。 
・遊休地にヨシ、透水材等を配した土壌・植生浄化の試験ほ場を整備。 
・大沼に負荷を与える高汚濁負荷量の河川水を試験ほ場に導水し、浄

化能力を検証。 
・H23試験でヨシ、透水材のパターンを変えた５面のほ場で浄化能力
等を比較検証。 
・H24試験では、H23
の比較評価で選定し

たパターンの規模を

拡大したほ場で試験

を実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・本事例は、自生する植生の存在やスペースを有する湖沼で、流入水
の水質浄化（SSやCOD、栄養塩類（TP、TN）等が高い流入部で水質
浄化）を図りたい場合や生物の生息場創出、住民等の意識向上等を
期待したい場合に参考となる。 

・本事業は、湖内の海藻を採捕・回収及び利用することにより、湖内

栄養塩の削減を図る水質浄化や回収した海藻の利用（資源活用）を

目的としている。 

・繁茂する海藻の刈取り、湖外への搬出を行うことで栄養塩類を削減。 

・刈り取った海藻の堆肥化（利用）、販売までを行うシステムを検討。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・本事例は、湖内の水質浄化（栄養塩類（TP、TN）等の低減を講じた
い場合）や資源活用の効果を期待したい場合に参考となる。また海
藻を採捕することにより、異常繁茂抑制につながることが見込める
ため、植生の異常繁茂対策の参考にもなる。 

調査結果 流入水の負荷量の除去率（平均） 
 H23 H24 H25 
SS 62% 80％ 68％ 
TN 29% 16％ 34％ 
TP 34% 22％ 35％ 

※除去率(％)：（１－施設からの流出水質／流入入水質）×100 

※H23：2系列試験施設(50m×29m)データ 

※H24：第2・3ほ場(113m×60m)平均データ 

※H25：第1～6ほ場(113m×60m)平均データ 

「③ほ場」の処理量と苅間川の除去率（平均） 

ろ過速度[処理量] 

(m3/日/m2) 

水質

項目 

平水時の除去率 増水時の除去率 

 

1.74 
(「③ほ場」の結果) 

BOD 25% 60% 

ON 26% 76% 
TP 21% 82% 

※上表の除去率は「③ほ場」の結果に基づいて試算。 

※除去率(％)：（１－施設への流出後水質／流入前入水質）×100 

海藻採捕に伴う負荷削減量（持出し量 343t×含有量） 
TN ：約 680kg、TP ：約 55kg、K ：約 3,327kg 
ただし、TN、TPは中海への流入負荷量の約 0.8日分である。 

回収した海藻の堆肥化 
  肥料・飼料化：166t、肥料（生） ：167t 

期待される 
水質浄化の効果 

懸濁粒子の沈降、遮光による植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの増殖抑制、 
栄養塩類の吸着(ただし八郎湖へ主に流入する中央幹線排水路の総負
荷量に比べると小さい) 

透水材のろ過作用による栄養塩類等の除去、ヨシによる懸濁物質の沈
降と栄養塩類の吸着 

湖内栄養塩類の湖外への持ち出し(ただし中海へ流入する総負荷量に
比べると小さい) 

期待される 
その他の効果 

■生物生息場形成・人と自然の触れ合い(住民等の意識高揚等) 
・ドジョウやメダカ等、魚類 9種 477尾、その他 5種 696個体を
確認（外来生物含む）。[H23年魚類調査結果より] 

・環境保全のPRの場の形成。 

■生物生息場形成・人と自然の触れ合い(住民等の意識高揚等) 
・生物の生息場となることや環境教育場の形成等による住民等の意
識高揚などを期待。 

■生態系保全・資源活用・対策を通じての住民等の意識高揚等 
・海藻の堆積・腐敗に伴うアサリ等の死滅、生態系の多様性劣化の
防止などの効果を期待。 
・刈り取った海藻を堆肥化して農地で利用（農作物の適切な生育を
確認） 

・対策を通じて住民等の湖沼水環境保全に関する意識高揚が期待で
きる。 

本事例の対策を 
講じる場合の 
配慮すべき点 

・貧酸素化に伴うリン等の溶出が見られた。このため、嫌気化抑制を
図るための工夫が必要。 
・時間経過とともにTN等の除去率が低下。植生の適切な維持管理が
必要。 
・外来種の生息場にもなっているので、その抑制を見据えた維持管理
が必要。 
・コスト(イニシャル＋ランニング)が嵩むことからコスト縮減を図る
工夫が必要。 
・湖沼全体の水質保全を図るには他対策を併用することも重要。 

・浄化方式、施設構造、透水材など総合的な観点※1から適切な手法を
検討、選定することが必要※2。 
※1:対象地域の特性、処理水量、原水質、除去率、施工性、維持管理性、経済性等 

※2:植生浄化や土壌・植生浄化（浸透流れ方式）の浄化方式の検討、浸透量を確保

できる透水材の選定など 

 
・浸透量確保、植生枯死体蓄積の抑制（植生の刈り取り等）などを図
るための適切な維持管理が必要。 

 

・安定した安価な「回収→乾燥→利活用」の体制構築が必要。 
※回収した海藻の腐敗、カビ臭発生等を抑制する必要がある。 
※回収量の変動、天候等による影響を受けやすい乾燥化作業等により、不安定な

製造過程となり販売単価の設定が難しい（高価となる）。→コスト縮減の工夫が
必要。 

・利用の需要拡大（普及）を図るためには堆肥の品質向上の工夫も必
要（例えば、利用者（農家等）要望に応じた品質向上など）。 
・水草の刈り取り量にも限界があることから、湖沼全体の水質保全を
図るには他対策を併用することも重要。また水質浄化の面のみなら
ず、資源活用や住民等の意識高揚などの効果向上も重要。 
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表1.1-2(2) 湖沼自然浄化活用事業の概要 

湖沼名 (1-4) 宍道湖 (1-5) 諏訪湖 (1-6) 琵琶湖 

事業の概要 ・本事業は、底質改善、シジミ等による水質浄化効果（懸濁物食者が

有する浄化機能の発揮や漁獲による湖外への栄養塩類等の搬出）を

促進させることを目的としている。 

・覆砂により底質の砂質化を図り、栄養塩類等の溶出を抑制するほか、

シジミ等の生息場を創出し、それに伴ってシジミ等による水質浄化

効果や水産資源増加を促進させる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・本事例は、シジミによる水質浄化は自然浄化対策の一つであり、覆
砂はその対策効果を促進することが期待できる。また覆砂そのもの
は、底質改善に伴う栄養塩溶出の抑制による水質浄化効果も見込ま
れる。このため、底質改善に伴う湖内の水質浄化やシジミの再生・
保全、水産資源の増加の効果を期待したい場合に参考となる。 

 

・ヒシ異常繁茂に伴うヒシ枯死体の堆積～栄養塩類等の溶出、悪臭発

生、景観悪化、漁船の航行阻害等の問題が見られている。 
・本事業は、そのような背景を踏まえ、湖内のヒシ刈取り～刈取りヒ

シの堆肥化、農地での肥料利用を行い、ヒシの異常繁茂に伴う影響

低減、水質浄化や資源活用の効果を図ることを目的としている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業の概要図 
 
・本事例は、湖内に異常繁茂した植生(ヒシ)が存在する湖沼で、その
植生に伴う影響低減や、湖内の水質浄化や未利用資源の(堆肥等で)
活用を期待したい場合に参考となる。 

 

・沈水植物の大量繁茂に伴う湖

流停滞・枯死体の堆積～貧酸

素化・栄養塩類溶出・悪臭発

生、従来の生態系への影響、

漁船の航行阻害等の問題が見

られている。 
・本事業は、そのような背景を

踏まえ、南湖西岸の際川水域

において、植生の刈取りを行

って湖流の回復を促し、水草

の異常繁茂に伴う影響（貧酸

素化等による水質悪化など）

の低減を図ることを目的とし

ている。 
・また刈取り後の肥料等の利用

により資源活用も図る。 
・刈取りは、水路(航路)形状の
ような形で行い、湖流停滞を

抑制する。 
 
・本事例は、湖内に異常繁茂した植生が存在する湖沼で、その植生に
伴う影響低減や、湖内の水質浄化や未利用資源の(肥料等で)活用を
期待したい場合に参考となる。 

 

調査結果 覆砂の実施状況：H24 年２月が面積 1,960m2、H24 年 12 月が面積
2,000 m2を実施。覆砂量は各 1,000m3。 

・シジミの個体数は覆砂有＞覆砂無の傾向にあった。 
・覆砂無は粘土、シルトが多かったが、覆砂有は砂質化していた。 
・覆砂無は夏季に無酸素化しており栄養塩類等の溶出も見られていた

が、覆砂有はそれより緩和されていた。 

刈取りヒシ量[湿潤](2ヶ年)：機械で約36ha、人力で60t以上 

・ヒシの刈取り直後は貧酸素化が改善する傾向が確認された。 

ただし、翌年にはヒシが再生・密集し、貧酸素化等が生じていた。 

・堆肥原料としての安全性が確保されているとともに、ヒシ堆肥（化

学肥料併用）と慣用堆肥（化学肥料併用）との比較において、同等

の施用効果があることが確認された。 

・定期的なヒシ刈り取り場所で沈水植物が確認された。 

・刈取り作業には住民等の参加、協働を得られた。 

(人力作業では2ヶ年で延べ約960人が参加) 

根こそぎ刈取り面積：81ha(繁茂面積の約4.5%) 

表層刈り取り面積 ：10ha 

・例年アオコが発生していた地点の湖流回復と植物プランクトン増殖

の抑制が確認された。 
・異常繁茂に伴う貧酸素化の低減は刈り取り前後の結果から確認する

までに至らなかった（刈り取り前が貧酸素化していなかった）。 
・水草堆肥を用いた農作物作付け実証試験でも効果が確認されている

ほか、県民モニターからも好意的な回答が得られている。 
 

期待される 
水質浄化の効果 

覆砂に伴う底質改善による貧酸素化や栄養塩類溶出の抑制 
また、今後、シジミの水質浄化の促進、漁獲による湖内栄養塩類の湖
外への持ち出しも期待される。（モニタリングによる確認が必要） 

貧酸素化の抑制、湖内栄養塩類の湖外への持ち出し 
今後、ヒシの集積・腐敗に伴う悪臭発生の低減、栄養塩溶出の抑制等
が期待できる（モニタリングによる確認が必要） 

湖流回復による植物プランクトン増殖の抑制 
今後、異常繁茂による植生密集・枯死体堆積に伴う貧酸素化の低減が
期待できる（モニタリングによる確認が必要） 

期待される 
その他の効果 

■生態系保全・資源活用 
・底質改善によるシジミ等の生息場回復等 
・シジミ等の水産資源増加（資源活用の促進） 

■生態系保全・資源活用・対策を通じての住民等の意識高揚等 
・ヒシ優占(単一化)に伴う生態系の多様性劣化の防止。 
・刈取りヒシの肥料としての利用（農作物の適切な生育を確認） 
・対策を通じて住民等の湖沼水環境保全に関する意識高揚が期待で
きる。 

■資源活用・対策を通じての住民等の意識高揚等 
・刈取り水草の肥料としての利用（農作物の適切な生育を確認） 
・対策を通じて住民等の湖沼水環境保全に関する意識高揚が期待で
きる。 

本事例の対策を 
講じる場合の 
配慮すべき点 

・効果的な覆砂場所の選定、覆砂時期、実施に伴う環境への影響抑制。 
・他対策との併用による複合的効果の発揮 
 （付近の未対策水域水質の悪化による影響が懸念される） 
・覆砂後における底質等の再嫌気化のおそれがあるほか、シジミの回
復状況等に不確実性が想定されるので、モニタリングを継続して実
施後の状況を把握しながら、その結果に応じた順応的な対応が重要
となる。 

・刈取り後(翌年)にヒシが再生して密集しており、再び水質に影響を
及ぼしていた（貧酸素化等）。ヒシが再生した要因としては、種子
が残っていたことによるなどの可能性が考えられる。 
 このため、効果的なヒシ刈取り手法(時期含め)等の検討が必要。 
 （種子まで見据えた刈取り等） 

・水草堆肥の普及（需要拡大）に向けた対応への着目 
堆肥の品質向上、水草堆肥の利用の啓発・普及 

(イベント、出前講座、広報、モニターの充実と継続)。 
・対象とする植生等の特性を勘案しながら、効果的かつ効率的な手法
（刈り取りや堆肥化、需要拡大等）を検討し、作業負担を低減する
ことへの着目。 
（例えば植生が急速に生長する前までに根こそぎ除去するなど） 
・継続的なモニタリングによる対策前後の状況把握とその結果に応じ
た順応的対応が重要。 

 

栄養塩の溶出

底質はヘドロ状で、
貝をはじめベントスが生息できない

現状

( 湖内 ）

栄養塩の溶出抑止

貝が栄養塩をろ過捕食

貝の取り出しによる栄養塩の除去

覆砂により、
貝などベントスが生息可能となる

（バイオターベーションによる底質浄化）

事業後

( 湖内 ）

砂を覆うことによる底質改善 

事業の概要図 

○水質浄化の効果 
(湖内の貧酸素化抑
制等) 
○資源活用の効果 

(刈取りヒシの活用) 
○景観悪化や航行阻害

の抑制 堆肥としての利用 
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1.2 各湖沼自然浄化活用事業の効果や課題                      

1.2.1 八郎湖 

本事例は、湖沼への流入汚濁負荷を削減するための自然浄化対策（以下「植生浄化」という。）

の例である。 

このため、自生する植生の存在やスペースを有する湖沼で、流入水の水質浄化（SSやCOD、栄

養塩類（TP、TN）等が高い流入部で水質浄化を図りたい場合）や生物の生息場創出、住民等の意

識高揚等を期待したい場合に参考となる。 

 

[1]事業の概要 

(1)事業の目的等 

 本事業は、植生浄化により八郎湖への流入汚濁負荷（中央干拓地からの汚濁負荷）の削減を

図ることを目的としており、将来的に施設規模25haの整備を行う構想がある。 

本事業では、その施設の効果と費用算定を目的として実証試験を行ったものであり、平成23

年度～25年度に実施した。 

施設については、実施対象箇所（方上
かたがみ

地区という。図 1.2.1-1）にヨシが自生していること

から、現地に自生するヨシを活用することに着目した植生浄化施設（図1.2.1-2）とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.1-1 実施箇所の位置図（方上地区） 

 

 

 

 

図1.2.1-2 植生浄化施設のイメージ図 
＊参考文献：(財)河川環境管理財団河川環境総合研究所(2007.12)「植生浄化施設計画の技術資料[2007年版]」(財)河川環

境管理財団(現在,(公財)河川財団), 河川環境総合研究所資料第26号,PPⅡ-6.  
なお本文献では、図中の植生浄化を「表面流れ方式」と称している。 

 

【拡大位置図】 

中央干拓地 

中央幹線排水路 

＊人工的に造成された湿地を利用する。植物

は根を張り水面より上部に現れており、

水の流れは植物帯を湛水・通過しながら

地表面を流れる。 
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(2)期待する効果 

 本事業では、八郎湖の流入部でヨシを活用した植生浄化を行うことにより、中央干拓地から

の流入汚濁負荷の削減（懸濁粒子の沈降と栄養塩類の吸着等）による水質浄化の効果を図るこ

とが見込まれる。 

その他には波及効果として、生物の生息場や、人と自然の触れ合いの場(湖沼水環境保全に

関する住民等の意識高揚など)になる効果も期待される。 

   

(3)施設概要 

 施設については、平成 23年度には形状による違いを把握するために図 1.2.1-3 に示す 3種

類の形状の試験施設で調査を行った。その後、平成23年度の施設名「2系列」の形状を選定し、

幅60m×長さ113m（面積6,780m2）を6面造成することとした。その6面の施設は、平成23年

度に2面、24年度に4面を整備して翌年度にそれらの調査を行った（図1.2.1-3）。 

 

【平成23年度 試験施設】        【平成24～25年度 試験施設】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊H23試験施設の概要 

 １系列：50m×7m（350㎡の矩形） 

 ２系列：50m×29m（1,450㎡の矩形） 

 ３系列：158m×7m（1,106㎡の蛇行形状） 

＊H23・H24年度造成施設の概要（60m×113m=6,780㎡／面） 

                         ・H23年度造成：第2、第 3ほ場・・・田面不陸(地均し無) 

                         ・H24年度造成：第1、第 4～第 6ほ場・・・田面均平(地均し有) 

図1.2.1-3 施設平面図 

 

施設への導水は、中央幹線排水路（南部排水機場から約100ｍ地点）から水中ポンプ（φ200mm、

出力11kw、吐出量4.0ｍ3/min）2台で取水、硬質ポリ塩化ビニル管（φ250mm）で送水し、吐

出水槽、導水路を経て各試験ほ場へと導水する経路とした。施設からの排水は、試験ほ場から

の放流口に排水桝、排水管を設置し、既存の排水路に流下させる経路としている。 

 施設の植生状況については、6面揃った平成25年度を見ると、第2～3ほ場（田面不陸）は

ヨシが原生状態のまま繁茂している状況であり、第 1及び第 4～6ほ場（田面均平）は自然発

生のヨシが疎密で混在する状況であった。 

また第 1及び第 4～6ほ場（田面均平）は、重機による地均し施工を行っているため、部分

的に著しくヨシが繁殖していないほ場があり、そのうち第 4～6ほ場の 3面は、流入側にその

傾向がみられた。特に第5ほ場は、流入側から流出側に掛けて水筋が形成され、水流が短絡経

路となっていた。 

：水質調査地点 

3系列中間② 

3系列中間① 

3系列流出 2系列流出② 

2系列流出① 

1系列流出 

流入 
流入 

第1流出 

第2流出 

第3流出 

第4流出 

第5流出 

第6流出 
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(4)調査概要 

 調査については、表1.2.1-1に示すとおり、水質や生物に関する調査を行った。 

 

表1.2.1-1 調査概要 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 

3 種の形状の試験施設にて調査

を実施。 

①水質調査（7月～10月） 

[流入部・流出部の測定＊1] 

②流出部プランクトン調査 

（7,8,10月） 

③生物(魚類等)調査（11月） 

幅 60m×長さ 113m（面積

6,780m2）の試験ほ場（2面）に

て調査を実施。 

①水質調査（7月～10月） 

[流入部・流出部の測定＊1] 

②プランクトン調査 

（7,8,10月） 

③生物(魚類等)調査（10月） 

幅 60m×長さ 113m（面積

6,780m2）の試験ほ場（既設 2

面＋新設4面）にて調査を実施 

①水質調査（8月～9月） 

[流入部・流出部の測定＊1] 

②プランクトン調査 

（8月、流出部のみ） 

＊1：流入部、流出部の採水・測定については概ね同時に行った（滞留時間までは考慮しなかった）。なお水質調査地点は、

前述の図1.2.1-3に示す。 

 

(5)湖沼水質保全計画との兼ね合い 

 八郎湖では、平成 19年 12月に指定湖沼に指定されており、「八郎湖に係る湖沼水質保全計

画（第１期）」＊2を踏まえて表1.2.1-2に示す水質保全に向けた取組やその検討を行っている。 

前述した方上地区における自然浄化対策は、八郎湖の水質保全を図るための取組の一環（こ

の対策だけで湖全体を改善するというよりは、湖沼水質保全計画の目標実現の一部を担う対

策) として位置づけられている事業であり、中央干拓地の排水を導水して水質浄化（流入汚濁

負荷削減）を図ることを目的としている。 

 また、このほかの自然浄化対策としては、「湖岸の自然浄化機能の回復」や「外来魚等未利

用魚の捕獲による窒素、りんの回収と魚粉リサイクル」も挙げられている。 

 

＊2：現在、第2期計画を策定中である。 

 

表1.2.1-2 八郎湖の湖沼水質保全計画（第１期）における水質保全に向けた取組 

◇下水道(処理人口5千人）(普及率 65→75%) 

◇農業集落排水施設(処理人口3千人) 

◇合併処理浄化槽(処理人口1千人) 

◇ごみ焼却施設(処理能力60t/日)、粗大ごみ処理施設(処理能力15t/日) 

◇濁水の流出防止、施肥の効率化、減農薬・減化学肥料栽培の推進、ｴｺﾌｧｰﾏｰの認定 

◇西部承水路の流動化促進、防潮水門の高度管理による湖水の流動化の促進 

◇方上地区自然浄化施設の整備(←湖沼自然浄化活用事業(本事例)はこの計画の一環である) 

◇湖岸の自然浄化機能の回復 

◇外来魚等未利用魚の捕獲による窒素、りんの回収と魚粉リサイクル 

＊青色文字：自然浄化対策。 
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 [2]調査結果とその考察 

(1)水質調査 

水質調査結果について、図 1.2.1-4(1)～(3)に平成 23年度～25年度の浮遊物質(SS)、全窒

素(TN)、全リン(TP)の結果を示す。またリンに関しては溶存態リン（D・TP）の溶出により除

去率＊1が負（流入＜流出）の状況が見られたため、溶存酸素(DO)と併せて記載した。 

 
＊1：ここでいう「除去率」とは、（１－流出水質／流入水質）×100を算出したものであり、流出水質が流入水質

に対してどの程度変化したかを示す。流出水質＞流入水質の場合は、除去率が正の値を示し、施設内で水質

が浄化されたということを示す。 

 

SS、TN、TPの除去率については、SSが約60～80％、TN及びTPが約0～60％と流入＜流出の

傾向が見られていた。表1.2.1-3は年度毎の平均除去率を示すものであり、SSが約7割前後、

TN及びTPが約3割前後の削減が見られている。 

このことから、植生により懸濁粒子の沈降、栄養塩類の吸着による水質浄化効果が見られて

いた可能性が考えられる。また図1.2.1-5は平成23年度のSS平均除去率の結果であり、この

うち流下距離別に観測した施設「3系列」の結果を見ると、流下に伴って除去率が上昇する傾

向がみられている。 

 

表1.2.1-3 年度毎の平均除去率 
年度 平均除去率＊2 備   考 

SS TN TP 滞留時間 水深  

平成23年度 62％ 29％ 34％ 約 24時間 約20～30cm 
2 系列の流出部
①②の平均値 

平成24年度 80％ 16％ 22％ 約 10時間 約20cm 
第 2,3ほ場の 
流出部の平均値 

平成25年度 68％ 34％ 35％ 約 18時間 約20cm 
第 1～6ほ場の 
流出部の平均値 

＊2:各施設流出部の調査期間における平均除去率を平均して算定 

 

また植物プランクトンの指標となるクロロフィルa(Chl-a)の調査結果を図1.2.1-6に示す。

Chl-aについては、流出＜流入の傾向にあり、除去率が概ね20～90％で推移していた。また流

入部・流出部で測定した平成 23年度、24年度の植物プランクトン調査結果（図 1.2.1-7）を

見ると、流出＜流入の傾向にあり、概ね7～9割が削減されている。 

このことから、植生による遮光に伴う植物プランクトン増殖の抑制や流入する植物プランク

トンの死滅・沈降（懸濁粒子の沈降と同様）による水質浄化効果が見られていた可能性が考え

られる。 

 

 ただし、TNでは、平成23年度で時間経過に伴う浄化能力低下が見られている。このとき流

入 TNが概ね横這いで推移していたのに対し、流出 TNが時間の経過とともに増加傾向にあり、

除去率が徐々に低下していた。このため、植生の刈り取り等の維持管理を行って浄化能力の維

持に努めることが課題といえる。 

 

TPについては、除去率が負の値(流入＜流出と逆転)の時期（特に平成24年度）が見られて

いる。このとき溶存態リン（D・TP）がDO低下とともに除去率が負の値を示しており、DOと類

似した推移を示していた。すなわち、貧酸素化（嫌気化）に伴って底質からのリンの溶出が起

きていると考えられる。このため、嫌気化に伴うリン等の溶出抑制を図る工夫が課題といえる。 
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なお、八郎湖では、その工夫として、水中ポンプの適切な稼働により施設内における水の滞

留の抑制に努めた。特に平成24年度は水中ポンプが詰まりやすかったことから、平成25年度

には毎週2～3回の頻度で水中ポンプの詰まり除去などの維持管理に努めた。その結果、TNや

TPの除去率については、平成25年度には24年度より高くなっていた。 

 

 以上のことから、他の湖沼で同様の対策を講じたいとき、本事例を踏まえると次のような水

質浄化に関する効果や問題点・課題が参考になると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本事例の調査結果から伺える効果、問題点・課題＞ 

(○：効果、△：問題点、→：課題)  

○植生による懸濁粒子の沈降、栄養塩類の吸着、遮光等による植物プランクトンの増殖

抑制等に伴う水質浄化 

△時間経過に伴う浄化能力低下 

 →植生の刈り取り等の維持管理による浄化能力の維持 

△貧酸素化（嫌気化）に伴うリン等の溶出 

 →嫌気化に伴うリン等の溶出抑制を図る工夫 
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図1.2.1-4(1) 水質調査結果(平成23年度) 

＊流出と除去率は施設名｢2系列｣の流出部①及び②の平均値 

 

溶存態リンD・TP除去率とDO(平成23年度)
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流入は横這いであるが、 
除去率が時間の経過とともに低下 

除去率が負であるが、流入そ
のものが低かった。 

除去率とDOが類似した傾向で推移している。 

● 流入 □ 2系列流出（①②平均） □ 除去率

□ D・TP除去率 □ DO2系列流出（①②平均）



 

参 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.1-4(2) 水質調査結果(平成24年度) 

＊流出と除去率は第2ほ場、第3ほ場の流出部の平均値 
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除去率とDOが類似した傾向で推移している。 
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図1.2.1-4(3) 水質調査結果(平成25年度) 
＊流出と除去率は第2及び 3ほ場(整備 2年後・底面が不陸)、第 1及び 4～6ほ場(整備 1年後・底面が均し)の流出

部の各平均値 

溶存態リンD・TP除去率とDO(平成25年度)
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図1.2.1-6 水質調査結果(平成23～25年度、クロロフィルa(Chl-a)) 

 

 

 

 

 

 

図1.2.1-7 植物プランクトン調査結果 

図1.2.1-5 平成23年度のSS平均除去率 
＊1～3系列とは、施設番号を示す。八郎湖では平成23年度に3施設で実験を実施している(右図参照)。 

【平成23年度調査地点位置】 

クロロフィルａ[Chl-a](平成23年度)
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(2)生物(魚類等)調査など 

本事例では施設内の魚類等の生息状況を把握する生物調査を平成23年度～24年度に実施し

ている。平成23年度は11月に1～3系列、24年度は10月に第3ほ場で行った。 

 

1)生物調査 

 魚類の出現種については、図1.2.1-8に示すとおり、主にモツゴ、ドジョウ、ヌマチチブ等

が確認されている。その中で環境省レッドリスト及び秋田県レッドデータブックで挙げられて

いる重要種としてメダカが確認されている。ただし、外来種タイリクバラタナゴも見られてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.1-8 魚類の出現種構成 

 

 その他については、貝類、甲殻類、両生類、昆虫類などが見られており、ヌカエビ、エゾイ

トトンボ、ヒメゲンゴロウなどが主に見られていた。また重要種については、マルガタゲンゴ

ロウ、コガムシ、ガムシが確認されている。ただし、外来種であるアメリカザリガニ、ウシガ

エル、サカマキガイも生息していた。 

 

 これらのことから、本施設では生物の生息場としての機能する効果が見られていた可能

性が考えられる。ただしその反面、外来種の生息場にもなっていることが問題点として挙げら

れる。このため、浄化施設が外来種の供給源とならないよう、外来種の生息抑制のための適切

な維持管理（外来種の駆除など）を行うことが今後の課題と考えられる。 

 

 

2)その他 

 その他の効果としては、マスコミを通じての情報発信や住民等を対象とした環境学習を実施

する場として活用され（図1.2.1-9）、八郎湖の水環境保全に関する住民等の意識高揚などの効

果が期待できる。すなわち、本施設では人と自然の触れ合いの場(環境保全 PR の場)として機

能する効果が見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.1-9 情報発信や環境学習の様相 
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 以上のことから、他の湖沼で同様の対策を講じたいとき、本事例を踏まえると次のような水質浄

化以外に関する効果や問題点・課題が参考になると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3]まとめ 

本事例における目的・効果・問題点・課題の概念図を図1.2.1-10に示す。 

本事例では、対策に伴う懸濁粒子の沈降、栄養塩類の吸着、遮光等による植物プランクトンの増

殖抑制等による水質浄化効果が見られている可能性が調査結果から把握された。ただし、貧酸素化

（嫌気化）に伴うリン等の溶出や時間経過に伴う浄化能力低下が見られており、それらを低減する

ために適切な維持管理や工夫を行い、浄化能力を維持・向上することが課題となっている。 

 

その他の効果としては、対策施設が生物の生息場や人と自然の触れ合いの場(環境保全 PR の場)

として機能することが見込まれる。ただし、外来種の生息場にもなっていることから、それらの生

息抑制のための適切な維持管理が必要となる。 

 

このように本事例の対策の場合、水質浄化のほか生物の生息場や人と自然の触れ合いの場（住民

等の意識高揚の場）の提供という効果が見込まれる。ただし、水質浄化の効果の程度については、

表1.2.1-4に示すとおり、湖沼全体に対する効果として見ると小さいことが伺える。 

このため、湖沼全体の水質浄化を目指すには、自然浄化対策のみならず、他の水質対策（例えば

流域対策等）も併せて実施して複合的な効果を期待する必要がある。また対策を講じる際には、水

質浄化という一側面の効果だけに着目するのではなく、水質浄化以外の効果（生態系の再生・保全、

資源活用、住民等の意識高揚）にも着目して取組を進め、期待する効果の視野を広げていくことが

重要である。 

 

表1.2.1-4 中央幹線排水路の汚濁負荷量に対する対策の寄与率 

項目 SS TN TP 

寄与率 約3.7％ 約1.8％ 約1.7％ 

＊中央幹線排水路は八郎湖へ流入する水路（位置は前述の図1.2.1-1参照）。 

＊上表は、中央幹線排水路の総汚濁負荷量に対して本事例の対策により除去される量の比率を算出した

ものである。この算出にあたっては、対策施設規模が整備構想の25ha、施設稼働期間がかんがい期6

ヶ月（5～10月）を想定し、平成25年度調査結果の除去率平均値を勘案して検討した。また中央幹線

排水路の総汚濁負荷量は、南部排水機場の放流水質、放流量より換算した。 

 
(Ａ)－(Ｂ) 

上表の寄与率（％）＝（１－        ）×100 
(Ｂ) 

Ａ:中央幹線排水路総汚濁負荷量、Ｂ：対策による汚濁負荷削減量 

 

＜本事例の調査結果(水質浄化以外)から伺えるその他の効果、問題点・課題＞ 

(○：効果、△：問題点、→：課題)  

○生物の生息場としての機能する効果 

△外来種の生息場にもなっていること 

 →外来種の生息抑制のための適切な維持管理（外来種の駆除など） 

○人と自然の触れ合いの場(環境保全PRの場)として機能する効果 
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また同様の対策を講じたい場合、本対策はコストが嵩む（表1.2.1-5）おそれがあることから対

策の実現性や継続的な実施への影響が懸念される。継続的に対策を実施していくには、住民等の協

働を得ながら維持管理等を行うことや、また維持管理まで見据えた計画立案や目的・目標の優先順

位を勘案した事業の重点化などによるコスト縮減を図ることが挙げられる。 

 

 

表1.2.1-5 対策実施に伴う概算費用算定結果 
項目 費用 備考 

整備費 
(ｲﾆｼｬﾙ) 

用地費 約1,920万円 ・規模25haを整備する場合を想定。 
 造成工事費(設計費含む) 約 1,230万円 

小計 約3,150万円 

管理費 
(ﾗﾝﾆﾝｸﾞ) 

ポンプ運転管理費 約1,140万円 ・年間当たり概算費用を記載。 
・稼働期間をかんがい期 6ヶ月（5～
10 月）とし、維持管理は 1 ヶ月 1
回実施を想定。 

維持管理費 約1,410万円 

電気料金 約1,020万円 

小計 約3,570万円 

総計 約6,720万円  

＊上表は、整備構想の実現性を確認するためにコストの目安を把握することを目的とし、平成23年度～25年度

の発注実績に基づいて簡易的に算定している概算費用である。 

＊ただしその実績を単位施設規模1ha当たりに換算してそれを25ha相当に掛け合わせて簡易的に算出しており、

減価償却や対策規模に応じた割引率等までは考慮していない。 
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図1.2.1-10 本事例(八郎湖)における目的・効果・問題点・課題の概念図 

八郎湖:植生を用いた自然浄化対策
（表面流れ方式の植生浄化)

SS,TN,TP,Chl-a
の除去率確認

水質浄化の
効果

時間経過に伴う
除去率低下
(TN等)

水質浄化機能
の低下

適切な維持管理
(又は改善策の対応)

DO低下時の
リン上昇
(溶出)の確認

嫌気化に伴う
リン等の溶出

嫌気化抑制
のための工夫等

(調査結果)
事例で把握された内容

(問題点)

(目的) 湖への流入汚濁負荷削減を図る。
→水質浄化の効果を期待した取組。

(課題) (効果)

ﾄﾞｼﾞｮｳ,ﾒﾀﾞｶ等の
生息を確認

生物生息場とし
ての機能

外来種の生息
を確認

固有生態系
への影響

外来種の生息抑制
のための維持管理
(又は改善対応)

改
善

地域への
情報発信

住民の環境保全
への意識高揚等

改
善

：効果に関する事項

：問題点・課題に関する事項

コスト高
(ｲﾆｼｬﾙ・ﾗﾝﾆﾝｸﾞ) 対策の実現性や

継続的な実施
に影響

コスト縮減や
重点化

住民との協働
（維持管理等）

湖沼全体に対す
る水質浄化効果
が小さい

他対策との併用
による複合的
効果の発揮

水質浄化以外
の効果にも着目

向
上

他の効果を発揮させる配慮

湖沼全体の水質
が改善しない
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1.2.2 大沼 

本事例は、湖沼への流入汚濁負荷を削減するための自然浄化対策（以下「土壌・植生浄化」と

いう。）の例である。 

このため、流入水の水質浄化（SSやCOD、栄養塩類（TP、TN）等が高い流入部で水質浄化）を

図りたい場合や生物の生息場創出、住民等の意識高揚等を期待したい場合に参考となる。 

 

[1]事業の概要 

(1)事業の目的等 

 本事業は、大沼に汚濁負荷が多く流入する苅間
かりま

川
がわ

沿いの遊休地で行う土壌・植生浄化により

大沼への流入汚濁負荷の削減を図ることを目的としているものである。 

本事業では、その施設の効果を目的として実証試験を行ったものであり、平成 23 年度～24

年度に実施した。平成 23 年度は、透水材のみ、ヨシのみ、透水材(種類を変えながら)＋ヨシ

の5ケースで実験を行って比較し、今後、適用する浄化方式・施設構造の目安とした。その結

果、透水材とヨシを用いた土壌・植生浄化を適用し、平成24年度に面積が約9,700m2の施設を

整備した。 

なお、図1.2.2-1に施設のイメージ図を示す。また将来の整備構想としては、面積28,000 m2

の規模を想定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.2-1 土壌・植生浄化施設のイメージ図 

 

 

 

 

 

流入河川・苅間川 

ヨシの植栽 

 
暗渠排水管 

 
透水材 

苅間川へ排水 

対策施設 
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(2)期待する効果 

 本事業では、大沼の流入部でヨシと浸透ろ過作用を有する透水材を活用した土壌・植生浄化

を行うことにより、苅間川流域からの流入汚濁負荷の削減（懸濁粒子の沈降と栄養塩類の吸着

等）による水質浄化の効果を図ることが見込まれる。 

その他には波及効果として、生物（鳥類等）の生息場や、人と自然の触れ合いの場(環境教

育の場形成、それに伴う住民等の湖沼水環境保全に関する意識高揚など)になる効果も期待さ

れる。 

 

(3)施設概要 

 施設については、平成23年度が浄化方式・施設構造による違いを把握するために図1.2.2-2

に示す 5種類の方式・構造の試験施設で調査を行った。その後、平成 24年度には、前年の施

設名「ほ場③」を選定し、面積が約9,780m2の規模で施設造成を行った（図1.2.2-3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.2-2 施設平面図と断面図(平成23年度) 

 

■ほ場① ■ほ場② ■ほ場③ 

■ほ場④ ■ほ場⑤ 

＊ほ場①は、植生（ヨシ）のみのケースであり、前項 1.2.1の植生浄化に該当する。一方、ほ場②～⑤は植生

と透水材を用いた土壌・諸屈性浄化である。 
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図1.2.2-3 施設平面図(平成24年度) 

 

(4)調査概要 

 調査については、表1.2.2-1(1)に示すとおり、水質に関する調査を行った。また平成25年

度には七飯町単独で継続調査を実施した(表1.2.2-1(2))。 

 

表1.2.2-1(1) 調査概要（平成23年度～24年度） 
調査年度 平成23年度 平成24年度 

調査期間 平成23年 11月 9日～12月 7日 平成25年 2月 20～22日 

調査回数 通水直後、1時間後、4時間後、8時間後、 
2日後、3日後、7日後、28日後の合計8回 

造成工事完了後の3日間の合計3回 

採水箇所 苅間川取水口、施設流入部、各ほ場流出部 6
箇所の合計8箇所(図1.2.2-2参照) 

苅間川取水口A、施設流入部B、施設流出部C、
苅間川下流Dの合計4箇所(図1.2.2-3参照) 

調査項目 水温、pH、BOD、COD、SS、TP、TN、NO3-N、NH4-N 

 

表1.2.2-1(2) 調査概要（平成25年度） 
調査項目 水質調査 土壌調査 

調査期間 平成25年 7月～11月 平成25年 7月～12月 

調査回数 平常時5回、出水時3回 3回 

採水箇所 苅間川取水口A、施設流出部C、苅間川下流D
の3箇所(図1.2.2-3参照) 

施設流入部B、流出部Cの2箇所(図1.2.2-3
参照) 

調査項目 水温、透視度、pH、DO、BOD、COD、SS、TP、
TN、NO3-N、NH4-N 

含水比、pH、保水性 
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(5)大沼環境保全計画との兼ね合い 

 大沼には「大沼環境保全計画」が策定されており、大沼の水質及び自然環境を保全すること

が目的とされている。そのうち、水質保全に資する施策(水質保全対策事業)を図ることが計画

されている(図1.2.2-4)。その計画において、水質保全対策事業は、水質改善対策や畜産・生

活排水対策などを図ることが唱われている。 

本事例の自然浄化対策は、その中の水質改善対策の一環（これの対策だけで湖全体を改善す

るというよりは、湖沼水質保全計画の目標実現の一部を担う対策) として位置づけられている

事業であり、流入河川・苅間川の流水を導水して水質浄化（流入汚濁負荷削減）を図ることを

目的としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.2-4 大沼環境保全計画の骨子(七飯町ホームページより) 

 

[2]調査結果とその考察 

水質調査結果について、ここでは平成 23年度の調査結果を紹介する（平成 24年度は積雪・結

氷の影響を受けているため）。また、「(2)除去率(流入水と流出水の比較)」では参考として平成25

年度の調査結果も記載した。 

 

(1)除去率(浄化方式・施設構造別の比較) 

 汚濁負荷の除去効果は、ほ場②～⑤（土壌・植生浄化）で見られていることから水質浄化

の効果があると考えられる。その中では、ほ場②③の除去率が他ケースより比較的高い傾向

にあった。しかし、ほ場②は、ほ場③④⑤と比べて施工費が約18倍と高価になる。また、ほ

場①（植生浄化）は、現状のまま植生を自生させるため施工費が嵩まないが、除去効果がほ

とんど確認できなかった。 

 以上のことから、ほ場③のケース（土壌・植生浄化）が最適と考えられた。 

本事例の自然浄化対策 
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表1.2.2-2 浄化方式・施設構造別の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただし、自然浄化対策手法を選定する際、前述の八郎湖のような植生浄化＊1、大沼のよう

な土壌・植生浄化＊2のどちらを選ぶのかという問題が生じる。 

 

 八郎湖の植生浄化は、前述の表 1.2.1-5 を勘案して造成費を面積 1,000m2当たりに換算す

ると約 5 万円である。これに対し、大沼の土壌・植生浄化は、ほ場③の場合、面積 1,000m2

当たりで約30万円弱と算定され、植生浄化より高価になると考えられる。また時間の経過と

ともに透水材が目詰まりすると、浸透流量が減少することからその修繕費も嵩む。 

 しかし、土壌・植生浄化は、植生に加えて植生基盤(土壌や礫等)への浸透があることから、

植生のみである八郎湖の植生浄化より除去率が高くなりやすいと考えられる（大沼の場合、

ほ場①(植生浄化)の効果はあまり見られなかった）。植生浄化で同様の効果を期待するとした

ら、土壌・植生浄化よりも広大な面積が必要となる可能性がある。 

 

 このため、浄化方式の選定にあたっては、対象地域の特性(地形形状・土地面積（用地確保

のしやすさ）、植生等の生育状況、確保土壌の有無など)を踏まえつつ、処理水量や処理水質

(SSの多少など)、除去率、施工性、維持管理性、経済性等を考慮しながら、決定することが

必要である。 

 
＊1：植生浄化は、土壌・植生浄化と比べ、除去率が低いものの、施設構造が簡易であり、維持管理も容易いので、経

済性に優れる（ただし、適切な植生管理、嫌気化抑制などは必要)。用地条件としては、比較的広大な面積が必要

となる。 
＊2：土壌・植生浄化は、植生に加えて植生基盤(土壌や礫等)への浸透があることから、除去率が高くなりやすい。た

だし、時間の経過とともに、植生の管理、嫌気化抑制に加え、植生基盤の目詰まりによる浸透流量減少の抑制な

どの必要がある。経済的に建設費、維持管理費が嵩む。用地条件としては、浸透により流出させるため、高低差

が必要となる。 

（植生浄化） (土壌・植生浄化) (土壌・植生浄化) (土壌・植生浄化) (土壌・植生浄化) 
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 なお、表1.2.2-3に浄化方式別の水面積負荷、経済性、除去率の比較例を参考に示す。 

 

 

表1.2.2-3 水面積負荷、経済性、除去率の比較例 
浄化方式 水面積負荷 

目安 

(m3/m2/日) 

建設費単価 

概算＊2 

(千円/m2) 

運転・維持管理費 

単価概算＊3 

(千円/m2/年) 

除去率の目安 

（％） 

SS BOD TN T-KN TP 

植生浄化＊1 0.3～0.6 12 0.34 70 30 15 30 30 

土壌・植生浄化＊1 

(透水材：黒ボク土) 

0.2～0.6 20 1.20 80 85 85 75 90 

土壌・植生浄化＊1 

(透水材：礫) 

0.6～1.2 20 1.20 90 80 25 60 0 

土壌・植生浄化＊1 

(透水材：礫＋リン吸着槽) 

0.6～1.2 20 1.30 90 80 25 60 75 

＊1:植生浄化は、本編 2.1で示した植生を活用する取組を示す。土壌・植生浄化は植生のみならず基盤土壌への浸透

を見込んでいる手法である。 

＊2:建設費は土木工事費と植栽費であり、ポンプ設備、取水施設の導水路等は含まない。 

＊3:運転、維持管理費の内訳 

施設点検：植生浄化は年12人日、土壌・植生浄化は年24人日を想定して換算。 

土壌・植生浄化の透水材交換は10年に1回の頻度を想定して換算。 

またリン吸着槽があるケースはその交換も見込む。 

植生管理：年1回を想定して換算。 

底泥管理：5年に1回を想定して換算。 

＊4:(財)河川環境管理財団河川環境総合研究所(2007.12)「植生浄化施設計画の技術資料[2007 年版]」(財)河川環境

管理財団(現在,(公財)河川財団), 河川環境総合研究所資料第26号,PPⅣ-6. 

  なお本文献では、表中の植生浄化を「表面流れ方式」、土壌・植生浄化を「浸透流れ方式」と称している。 
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(2)除去率(流入水と流出水の比較) 

1)平成23年度の調査結果 

 実験結果より得られた除去率(最適案：ほ場③のケース)は、図 1.2.2-5 に示すとおり、流

入水の水質に応じて変化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.2-5 施設による除去率（平成23年度） 

(流入水と流出水の水質比較、ほ場③のケース) 

 

 

2)平成25年度の調査結果 

 平成25年度は、施設規模を拡大したケースで平水時、出水時の水質調査を行っている。参

考としてこのときの苅間川取水口、施設流出部、流入河川と合流後の苅間川下流における除

去率を図1.2.2-6に示す。 

施設流出部、苅間川下流ともに苅間川取水部と比べて小さい傾向にあること（除去率が正）

から施設により水質浄化が行われている可能性が考えられる。 
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図1.2.2-6 平成25年度の調査結果（除去率） 

＊除去率は以下に示すとおり算出。 
青棒（％）：（１－流出部水質／苅間川取水部水質）×100 
緑棒（％）：（１－苅間川下流水質／苅間川取水部水質）×100 
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(3)流入河川・苅澗川水質の削減率 

 大沼では、実験結果（平成 23年度）より得られた除去率を踏まえ、平水時(年平水流量相

当)、増水時(年豊水流量相当)における流入河川・苅澗川での削減率※を推定する(将来計画

時：処理施設面積 27,500m2、「ほ場③」のケース)。図 1.2.2-7 に平水時、増水時(貯留有) 、

増水時(貯留無)のケースの推定結果を示す＊1。 

 この結果を見ると、流入河川・苅澗川の削減率は、平水時に概ね2割前後、増水時(貯留無)

に概ね3割前後見られており、さらに増水時は施設内に貯留させると(浸透能力以上に処理さ

せると)、概ね40～60％と推定される。 

 

 以上のことから、流入汚濁負荷の削減という水質浄化の効果が期待される。 

ただし、透水材の種類等に応じて除去率を左右する浸透量が異なることから、透水材への浸

透しやすい透水材を選定することが課題である。 

また今回は供用開始から間もない時期の調査であったが、将来、時間経過とともに、透水

材の目詰まりによる浸透流量減少、植生の枯死体や土砂の堆積などに伴って浄化能力が低下

する可能性が懸念される。このことから、本対策では、定期的な維持管理（透水材の入替、

植生刈り取り、堆積物除去等）を行いながら浄化能力を持続させることが課題である。 
 

＊1：苅澗川水質(処理前)は、平水時が平水時調査結果の平均値、増水時が降雨時調査結果の値で仮定している。 

浄化施設への取水堰下流では、0.1m3/sの維持流量を確保することを前提とする。 

浄化施設への取水路は、2.0m3/s まで導水可能であるが、浄化施設の浸透量は実験結果より 0.554m3/s(＝

47,850m3/日)であることから、処理量がそれを超えると施設内で貯留させることとなる。 

施設の除去率(流入水と流出水)は、前述の図1.2.2-5の相関式より設定した。ただし、増水時BODは100％を

超越することから、実験期間中の最高値(流入BOD2.9mg/L時の除去率62%)を適用した。 
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図1.2.2-7 流入河川・苅澗川の削減率の推定結果 

(ほ場③のケースで将来計画時規模を対象にした場合) 

 

Ｂ Ｏ Ｄ  ：60.58kg/日(1.23 mg/L)
全 リ ン  ： 1.53kg/日(0.031mg/L)
有機態窒素：15.27kg/日(0.31 mg/L)

苅澗川(平水時)

Ｂ Ｏ Ｄ  ：49.95kg/日
全 リ ン  ： 1.26kg/日

有機態窒素：12.59kg/日

Ｂ Ｏ Ｄ  ：10.63kg/日
全 リ ン  ： 0.27kg/日

有機態窒素： 2.68kg/日

Ｂ Ｏ Ｄ  ：15.03kg/日(30.1％)
全 リ ン  ： 0.27kg/日(21.6％)
有機態窒素： 3.25kg/日(25.8％)

※(　　)内：除去率

除去量

Ｂ Ｏ Ｄ  ：34.92kg/日
全 リ ン  ： 0.99kg/日

有機態窒素： 3.34kg/日

河川への排水量(還元)

Ｂ Ｏ Ｄ  ：45.55kg/日(0.92 mg/L)→25.2％削減
全 リ ン  ： 1.26kg/日(0.026mg/L)→17.8％削減
有機態窒素：12.02kg/日(0.24 mg/L)→22.6％削減

大沼への流入(苅澗川・平水時)

0.57m3/s
↓

←0.47m3/s

0.1m3/s
↓

浄化施設

大沼へ

Ｂ Ｏ Ｄ  ：652.15kg/日(7.40 mg/L)
全 リ ン  ： 73.15kg/日(0.830mg/L)
有機態窒素：215.03kg/日(2.44 mg/L)

苅澗川(増水時)

Ｂ Ｏ Ｄ  ：588.21kg/日
全 リ ン  ： 65.98kg/日

有機態窒素：193.95kg/日

Ｂ Ｏ Ｄ  ：63.94kg/日
全 リ ン  ： 7.17kg/日

有機態窒素：21.08kg/日

Ｂ Ｏ Ｄ  ：364.69kg/日(62.0％)
全 リ ン  ： 44.08kg/日(66.8％)
有機態窒素： 86.55kg/日(44.6％)

※(　　)内：除去率

除去量

Ｂ Ｏ Ｄ  ：223.52kg/日
全 リ ン  ： 21.90kg/日

有機態窒素：107.41kg/日

河川への排水量(還元)

Ｂ Ｏ Ｄ  ：287.46kg/日(3.26 mg/L)→55.9％削減
全 リ ン  ： 29.07kg/日(0.330mg/L)→60.3％削減
有機態窒素：128.49kg/日(1.46 mg/L)→40.3％削減

大沼への流入(苅澗川・平水時)

1.02m3/s
↓

←0.92m3/s

0.1m3/s
↓

浄化施設(貯留する)

大沼へ

Ｂ Ｏ Ｄ  ：652.15kg/日(7.40 mg/L)
全 リ ン  ： 73.15kg/日(0.830mg/L)
有機態窒素：215.03kg/日(2.44 mg/L)

苅澗川(増水時)

Ｂ Ｏ Ｄ  ：354.21kg/日
全 リ ン  ： 39.73kg/日

有機態窒素：116.79kg/日

Ｂ Ｏ Ｄ  ：297.94kg/日

全 リ ン  ： 33.42kg/日
有機態窒素： 98.24kg/日

Ｂ Ｏ Ｄ  ：219.61kg/日(62.0％)
全 リ ン  ： 26.54kg/日(66.8％)
有機態窒素： 52.11kg/日(44.6％)

※(　　)内：除去率

除去量

Ｂ Ｏ Ｄ  ：134.60kg/日
全 リ ン  ： 13.19kg/日

有機態窒素： 64.68kg/日

河川への排水量(還元)

Ｂ Ｏ Ｄ  ：432.54kg/日(4.91mg/L)→33.7％削減
全 リ ン  ： 46.61kg/日(0.28mg/L)→36.3％削減
有機態窒素：162.92kg/日(1.85mg/L)→24.2％削減

大沼への流入(苅澗川・平水時)

1.02m3/s
↓

←0.554m3/s

0.446m3/s
↓

大沼へ

浄化施設(貯留しない)

平水時 

増水時(施設の貯留有) 

増水時(施設の貯留無) 
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 以上のことから、他の湖沼で同様の対策を講じたいとき、本事例を踏まえると次のような効

果や問題点・課題が参考になると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3]まとめ 

本事例における目的・効果・問題点・課題の概念図を図1.2.2-8に示す。 

本事例では、対策に伴う栄養塩類の吸着、懸濁粒子の沈降等に伴う水質浄化の効果が見られてい

る可能性が調査結果から把握された。 

ただし、同様の対策を講じたい場合、水質浄化効果は浸透量等に左右することから、透水材の選

定など効果的に機能発揮を図る工夫（検討）が必要である。また定期的な維持管理（透水材の入替、

植生刈り取り、堆積物除去等）により浄化能力を持続させることも必要である。 

このほか、植生を併用する場合、対象地域の特性(地形形状・土地面積（用地確保のしやすさ）、

植生等の生育状況、確保土壌の有無など)、処理水量や処理水質(SSの多少など)、除去率、施工性、

維持管理性、経済性等を踏まえながら、方式（植生浄化、土壌・植生浄化）を適切に選定する必要

がある。 

 

この他の効果としては、対策施設が生物（鳥類等）の生息場や、人と自然の触れ合いの場(環境

教育の場形成、住民等の湖沼水環境保全に関する意識高揚など)になる効果も見込まれる。 

 

 

 

  

＜本事例の調査結果から伺える水質浄化に関する効果、問題点・課題＞ 

(○：効果、△：問題点、→：課題)  

○植生や透水材のろ過作用による栄養塩類の吸着、植生による懸濁粒子の沈降等に伴う

水質浄化 

△浸透量に応じて効果が異なる。 

→効果的に機能発揮を図る工夫（如何に浸透量を増やせるか（透水材の選定等）な

ど）の検討 

△時間経過とともに浄化能力低下（透水材の目詰まりによる浸透流量減少、植生の枯死

体や土砂の堆積など） 

→定期的な維持管理（透水材の入替、植生刈り取り、堆積物除去等）による浄化能力

の持続 

△浄化方式（植生浄化と土壌・植生浄化）の選択 

 (どちらを選んで行うか、(経済性・効果とも：植生浄化＜土壌・植生浄化)) 

→総合的な観点※から適切な手法の検討・選定 

 
※対象地域の特性(地形形状・土地面積（用地確保のしやすさ）、植生等の生育状況、確保土壌の有無な

ど)、処理水量や処理水質(SSの多少など)、除去率、施工性、維持管理性、経済性等 
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図1.2.2-8 本事例(大沼)における目的・効果・問題点・課題の概念図 

 

大沼:植生を用いた自然浄化対策
（浸透流れ方式の植生・土壌浄化)

BOD、TN、TP
の除去率確認

水質浄化の効果

浄化方式・施設
構造に応じ
除去率が変化

総合的な観点※

から適切な
手法等の検討

(目的) 湖への流入汚濁負荷削減を図る。
→水質浄化の効果を期待した取組。

生物生息場とし
ての機能を期待

住民の環境保全
への意識高揚等

を期待

向
上

(問題点) (課題) (効果)

透水材に応じ
浸透量が異なり
除去率が変化

浸透量減少に伴
う浄化能力低下
(透水材目詰まり含む)

透水材選定等

適切な維持管理
(又は改善対応)

植生枯死等に伴
う浄化能力低下

※対象地域の特性、処理水
量、原水質、除去率、施工
性、維持管理性、経済性等

：効果に関する事項

：問題点・課題に関する事項

(調査結果)
事例で把握された内容



 

参 31 
 

1.2.3 中海 

本事例は、湖沼の栄養塩類等の汚濁負荷を削減するために、湖内の海藻を採捕する自然浄化対

策の例であり、回収した海藻は肥料等として利用できることが期待できる。 

このため、湖内の水質浄化（栄養塩類（TP、TN）等の低減を講じたい場合）や資源活用の効果

を期待したい場合に参考となる。また海藻を採捕することにより、異常繁茂抑制につながること

が見込めるため、植生の異常繁茂対策の参考にもなる。 

 

[1]事業の概要 

(1)事業の目的等 

 本事業は、湖内の海藻を採捕・回収及び利用することにより、湖内栄養塩の削減を図る水質

浄化や回収した海藻の利用（資源活用）の効果を検証することを目的としている。 

 本事業は平成 23 年度から鳥取県と島根県で連携して実施したものである（環境省が関わっ

たのは平成23年度に鳥取県が実施した分である）。 

 

(2)期待する効果 

 本事業では、湖内の海藻の採捕・回収を行って湖外へ搬出することにより湖内の栄養塩類削

減に伴う水質浄化の効果が見込まれる。また回収した海藻を肥料化して利用することにより、

資源活用の効果が見込まれる。 

 その他の波及効果として、海藻類の集積・腐敗に伴うアサリ等の死滅、生態系多様性劣化の

防止などの生態系保全の効果、海藻類のブランド化(海藻肥料)による地域産業促進の効果など

も期待されている。 

 なお、本事業の概要図を図1.2.3-1に示す。 

 

 

 

 

  

 

 

○水質浄化の効果 

 (湖内の栄養塩削減) 

○資源活用の効果 

 (回収海藻の活用) 

    を見込む。 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.3-1 本事業の概念図 

◇中海には多くの海藻が存在していることから、その未利

用資源に着目。 

※この他、波及効果として、生
態系保全の効果や地域産業
促進の効果も期待。 
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(3)手法概要 

 手法については、図1.2.3-2に示すとおり、鋤簾等で海藻を引き上げて船で運搬し、陸揚げ

した後に天日干しを行う。その後、機械で粉砕処理を行いながら肥料化し、利用先へ配布して

農地で肥料としての活用が行われる。 

 

①海藻の採捕・回収（鋤簾等で人力又は機械により引き上げ）      

 

 

 

 

 

②舟運・陸揚げ 

 

 

 

 

 

③天日干し 

 

 

 

 

 

④堆肥化 

 

 

 

 

 

⑤配布及び利用（農地での利用） 

 

 

 

 

 

図1.2.3-2 対策の手法概要 
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 海藻の採捕・回収場所は、図1.2.3-3に示すとおりであり、主に北側（本庄水域とその周辺）

で実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.3-3 対策の実施箇所 

 

(4)調査概要（実施状況） 

 調査については、表1.2.3-1に示すとおり、海藻の採捕・回収量やそれに含まれる窒素・リ

ン・カリウムの含有量を把握するほか、対策に伴う栄養塩類の削減量を算定した。また回収し

た海藻を堆肥化するとともに、その肥料を農地で試験的に活用した。 

なお、本事例の作業については、採捕・回収を水中ポンプ・機械利用で30日実施するほか、

鋤簾・人力で54日行っており、どちらも約170ｔの海藻を採捕・回収した。 

 

(5)湖沼水質保全計画との兼ね合い 

 中海では「中海湖沼水質保全計画」に基づいて様々な対策を講じることにより、目標水質の

実現を目指している。本事例の対策については、本計画※で具体的な記載がされていないが、

本計画にある湖沼の浄化対策の中で唱われている「自然浄化機能の回復」(図1.2.3-5)に向け

た対策の一環として行われている。 

 このため、本事業は、(この対策だけで湖全体を改善するというよりは)中海の湖沼水質保全

計画の目標実現の一部を担う対策として位置づけられており、水質浄化の効果のみならず肥料

等の利用(資源活用の効果)などの効果も見込まれている事業である。 

 

＊現在、第6期計画が検討中である。 

 

 

 

大橋川 

日本海 

中海 

本庄水域 
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図1.2.3-4 「中海湖沼水質保全計画(第5期(H21～H25年度))」の概要 

自然浄化対策 

本事例はここに含まれる 

【中海の目標水質】(単位：mg/L)
目標 現状（H22)

COD75%値 5.1 5.3
TN平均値 0.46 0.61
TP平均値 0.046 0.062
※目標年度：H25年
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[2]調査（実施）結果とその考察 

(1)海藻の採捕・回収の実施状況 

 海藻については、表1.2.3-1に示すとおり、機械作業により30日で175ｔ、人力作業によ

り54日で168tと、合計343tを採捕・回収した。この結果を踏まえると、作業1日当たりの

採捕・回収量は平均で機械作業が約 5.8t/日、人力作業が約 3.1t/日であった(回収単価は、

どちらも概ね35千円/t）。 

対象の海藻種類は、主にオゴノリが多く見られており、夏季にはホソジュズモやシオグサ

等もあった。ただし、夏季に多く繁茂していたシオグサは水切が悪いことから、採捕・回収

作業や乾燥作業の負担が大きかった。また採捕・回収状況は、海藻の繁茂状況（どのような

種類がどの程度で繁茂しているかなど）に左右されやすい。気温が低い時期には、海藻が枯

れて少なくなっていることもある。 

このことから、効率的に作業を行うためには海藻の繁茂状況の事前把握とその手法（なる

べく負担が小さいもの）の確立が重要となる。 

 

表1.2.3-1海藻の採捕・回収及び利用化の状況 

 手法１ 手法２ 

採捕・回収方法 
水中ポンプ・機械 

小型船1隻で作業 

鋤簾・人力 

延べ180隻で作業 

採捕・回収場所 本庄水域、北部承水路 
本庄水域、北部承水路、大根島・江島

南岸、中海干拓地弓浜工区周辺 

採捕・回収日数 30日 54日 

運搬方法 
処理工場まで船で運搬 

大型船・中型船各1隻で作業 

港で荷上げ後、トラック運搬 

採捕・回収した船が港まで運搬 

計量・荷上方法 計量コンテナで荷上げ(処理工場) 人力でコンテナ計量 

採捕・回

収時期と

その量、

海藻種類 

年月 量・トン 種類 量・トン 種類 

H23.7 20 
ホソジュズモ、 

シオグサ 
2.0 シオグサ 

8 15 
ホソジュズモ、 

シオグサ 
6.5 シオグサ 

9 35 オゴノリ 6.9 オゴノリ 

10 35 オゴノリ 19.7 オゴノリ 

11 17 オゴノリ 19.7 オゴノリ 

12 32 オゴノリ 26.8 オゴノリ 

H24.1 4 オゴノリ 57.7 オゴノリ 

2 17 オゴノリ 28.7 オゴノリ 

計 175 オゴノリ 168 オゴノリ 

乾燥工程 天日干し 天日干し 

保管方法 工場内(袋詰) 工場内(袋詰) 

利用先への 

引渡し量 
175トン 168トン 
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(2)湖内の汚濁負荷削減量（栄養塩類） 

 海藻の採捕・回収に伴って削減された栄養塩類の負荷量は、表 1.2.3-2 に示すとおり、算

定された。このことから、海藻を湖外へ持ち出したことにより、その分の湖内の栄養塩類等

の削減された可能性があると考えられた。またこのように海藻が栄養塩類等を含有すること

から、肥料としての利用（資源活用の効果）が見込まれる。 

 ただし中海へ 1日で流入する負荷量と見比べると、今回の効果は中海への総流入汚濁負荷

量の0.8日分程度であった（後述の表1.2.3-3参照）。 

 

表1.2.3-2 湖内の汚濁負荷削減量（栄養塩類） 

持ち出し海藻の総量 343,000 kg（＝343トン） 

窒素持ち出し量 682  kg 

リン持ち出し量 54.8 kg 
＊採捕・回収したオゴノリに含まれる窒素、リンを分析した結果から算定した。 
・窒素：含有量1.89g/kg-wet、 重量比率0.189％ 
・リン：含有量0.187g/kg-wet、重量比率0.016％ 
＊機械作業（30日）による回収量175tを対象にすると、窒素が約348kg、リンが
28kgを削減したことになる（1日当たりでは窒素が約11.5kg、リンが0.9kg）。 

＊人力作業（54日）による回収量175tを対象にすると、窒素が約334kg、リンが
27kgを削減したことになる（1日当たりでは窒素が約6.2kg、リンが0.5kg）。 

 

(3)採捕・回収後の利用化 

 採捕・回収した海藻を堆肥として利用することにより農作物が適切に生育していることが

確認されている（図1.2.3-5）。このことから本事例では、資源活用の効果が確認される。 

 

 

 

 

 

 

(白かぶ)        (ネギ(農薬未使用))      (サツマイモ) 

図1.2.3-5 海藻肥料を用いて生育した農作物 

 

ただし、海藻の利用にあたっては、乾燥させて堆肥化する作業が必要である。今回の実施

にあたっては、次のような問題点が挙げられており、「回収→乾燥※1→利活用」の流れの安定

的な体制の構築が課題であると考えられる。 
 

○乾燥は天候の影響を受けやすく、安定的に乾燥させることができないこと。 

（乾燥作業が滞ると回収海藻が腐敗する場合がある） 

○製品保管は雨等の水分を再吸収しない工夫が必要なこと。 

（保管時の海藻にカビが発生する場合がある） 

○販売は安定的な製造ができないため単価設定ができない（高価になる）こと。 
 

また需要拡大を図るためには利用する堆肥の品質向上が課題である。例えば肥料として活

用するとき、乾燥状態が良くない場合、畑に悪影響が生じる懸念があることから、乾燥を良

好にするほか、利用用途に応じた乾燥状態※にすることなどの配慮が必要である。 
 

＊本事例では、水分含有率は当初30％程度としていたが、農家からの要望により20％程度まで乾燥させた。 
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 以上のことから、他の湖沼で同様の対策を講じたいとき、本事例を踏まえると次のような効

果や問題点・課題が参考になると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3]まとめ 

本事例における目的・効果・問題点・課題の概念図を図1.2.3-5に示す。 

本事例では、対策に伴う栄養塩類等の除去（湖外搬出）による水質浄化の効果が確認されている。

また栄養塩類を含む海藻を堆肥として利用することが期待できることから、資源活用の効果もある

と考えられる。このほか、海藻の間引きによる異常繁茂等の抑制に伴う生態系保全も期待できる。 

 

ただし中海へ1日で流入する負荷量と見比べると、表1.2.3-3に示すとおり、今回の効果は中海

への総流入汚濁負荷量の0.8日分程度であった。 

このため、湖沼全体の水質浄化を目指すには、自然浄化対策のみならず、他の水質対策（例えば

流域対策等）も併せて実施して複合的な効果を期待する必要がある。また対策を講じる際には、水

質浄化という一側面の効果だけに着目するのではなく、水質浄化以外の効果（生態系の再生・保全、

資源活用など）にも着目して取組を進め、期待する効果の視野を広げていくことが重要である。 

 

表1.2.3-3 中海全体の流入水質負荷に対する今回の水質負荷削減効果 
海藻の採捕・回収量 TN TP 

採捕・回収量 約343t 
（30～50日で回収） 

負荷削減量 約680kg 
(中海への流入負荷量の0.8日分) 

負荷削減量 約55kg 
(中海への流入負荷量の0.8日分) 

 

 また同様の対策を講じたい場合、継続的に実施していくには、安定した安価な「回収→乾燥→利

活用」の体制構築が必要である。すなわち、利用方法の検討から始まり、作業工程の安定性（回収

量と製造量のバランス、堆肥化であれば安定した乾燥作業など）や経済性、利用先の確保など、安

定した流通ルートに乗せるまでが課題となる。このほか、利用先（需要）の確保を図るために、堆

肥の品質向上も配慮が必要となる。 

 

 

 

 

＜本事例の調査結果から伺える効果、問題点・課題＞ 

(○：効果、△：問題点、→：課題)  

○栄養塩類等の除去（湖外搬出）による水質浄化の効果 

△ただし中海への総流入負荷量に比べるとその除去量は僅かである。 

○資源活用の効果（海藻を堆肥として利用） 

△作業が安定的に行えないこと、コストが嵩むこと 

→安定した安価な「回収→乾燥→利活用」の流れのシステムの構築、需要拡大のた

めの肥料の品質向上 
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図1.2.3-5 本事例(中海)における目的・効果・問題点・課題の概念図 

 

海藻刈取・回収
に伴うN･P除去

水質浄化の効果
(N・P)

作業性が不安定
効率性が低い
経済的に高価

安定した安価な
「回収→乾燥→
利活用」の流れ
のｼｽﾃﾑの構築

(目的) 湖内栄養塩削減を図る。→水質浄化の効果。
海藻の再利用（肥料として）を図る。→資源活用の効果

回収後の海藻
利活用(肥料化)

資源活用の効果

対策(堆肥活用
等)を通じての住
民等の意識高揚

生態系・水産資源
への影響低減

実
用
化

(問題点) (課題) (効果)

中海:海藻の刈取による自然浄化対策

海藻肥料による
農作物の適切な
生育を確認

対策の実現性や
継続的な実施
に影響

湖沼全体に対す
る水質浄化効果
が小さい

他対策との併用
による複合的
効果の発揮

水質浄化以外
の効果にも着目

湖沼全体の水質
が改善しない

他の効果を発揮させる配慮

向
上

需要拡大のための
工夫も必要

：効果に関する事項

：問題点・課題に関する事項

(調査結果)
事例で把握された内容

海藻類集積・腐敗
に伴うｱｻﾘ等の
死滅抑制
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1.2.4 宍道湖 

本事例は、湖沼の栄養塩類等の汚濁負荷を削減するシジミの生息場回復のために覆砂を行う例

である。シジミによる水質浄化は自然浄化対策の一つであり、本事例はその対策効果を促進する

ことが期待できる。また覆砂そのものは、底質改善に伴う栄養塩溶出の抑制による水質浄化効果

も見込まれる。 

このため、底質改善に伴う湖内の水質浄化やシジミの再生・保全、水産資源の増加の効果を期

待したい場合に参考となる。 

 

[1]事業の概要 

(1)事業の目的等 

 宍道湖では、シジミ漁業が重要な要素であるとともに、シジミ自身の水質浄化機能も期待さ

れるが、近年シジミの減少傾向にある。また、底質のヘドロ化により、底質からのリン等の溶

出、シジミ等の生息場縮減という問題もある。 

 このため、本事業は、覆砂を行うことにより、それらの改善を図り、水質浄化の効果を得る

ことを目的としている。 

 

(2)期待する効果 

 本事業では、底質改善に伴う栄養塩溶出の抑制、シジミ等の生息可能環境の創出に伴うシジ

ミ等の懸濁物食者による湖内の栄養塩類や有機物の削減(ろ過捕食、漁獲等による湖外搬出(図

1.2.4-2)などの水質浄化の効果が見込まれる(図1.2.4-1)。 

 その他の波及効果として、シジミの生息場改善と漁獲量増加(水産資源活用の促進)、底質改

善に伴う水生生物の生息回復などの生態系再生・保全の効果、地域への情報発信による住民等

の意識高揚の効果なども期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.4-1 期待される効果の概要 

 

砂を覆うことによる底質改善 
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◇夏季には宍道湖への窒素供給は流入負荷量が 5.7t/日、
植物プランクトンによる基礎生産量が 17.5t/日であり、
ヤマトシジミは1日に29.7t/日の窒素を取り込み、その
うち糞の形で 8.7t/日の有機態窒素、尿として 5.2t/日
の無機態窒素を排出している。その結果、ヤマトシジミ
は 138.7t/日の窒素を体内にストックしていることとな
る。 
◇さらに、漁獲による湖外への除去量としては、0.2t/日
が見込まれる。 
◇このように、湖内の窒素循環におけるヤマトシジミの役
割は大きいものと推測される。 

 

 

 

 

＊1：中村幹雄(2000)｢日本のシジミ漁業 その現状と問題点｣たたら書房,PP23. 

 

(3)施工概要 

 本事例では、宍道湖に流入する河川の河口付近において、斐伊川河口の砂を用いて覆砂工事

を実施した(図1.2.4-3)。また、施工状況については、平成24年2月中旬に約1,000m3の砂を

1,960m2の面積で、平成24年12月中下旬に約1,000m3の砂を2,000m2の面積で覆砂を行った。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.4-3(1) 事業実施箇所と実施規模の概念図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1.2.4-3(2) 施工状況 

図1.2.4-2 宍道湖におけるヤマトシジミによる窒素循環の試算結果の例＊1 

砂の採取 

覆砂量980m3程度 覆砂量1,000m3程度 

砂の投入(覆砂) 

※国土地理院の5万分の1地形図『今市』を掲載
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(4)調査概要 

 調査については、図1.2.4-4、表1.2.4-1に示すとおり、対策の効果を把握するために覆砂

工事範囲の内外及び工事の実施前後で水質、底質、生物調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.4-4 調査地点位置図 

 

表1.2.4-1 調査項目及び調査地点[平成24年度] 

水質調査① 【項目】水温、透明度、pH、DO、COD、全窒素、全りん、塩分量、クロロフィルa 

【地点】５地点（No.１、６～９） 

【回数】９回／年（６月～２月） 

水質調査② 【項目】植物プランクトン 

【地点】３地点（No.１、８、９） 

【回数】９回／年（６月～２月） 

水質調査③ 【項目】硫化水素 

【地点】３地点（No.１、８、９） 

【回数】５回／年（６月、８月、９月、１１月、１月） 

底質調査① 【項目】泥含率、強熱減量 

【地点】７地点（No.１、６～８、９～１１） 

【回数】２回／年（９月、１月） 

底質調査② 【項目】硫化水素（間隙水） 

【地点】３地点（No. １、８、９） 

【回数】５回／年（６月、８月、９月、１１月、１月） 

生物調査① 【項目】生物種（マクロベントス）の同定、個体数、湿重量 

【地点】９地点（No.１～３、６～１１） 

【回数】２回／年（９月、１月） 

生物調査② 【項目】シジミの数量、湿重量 

【地点】９地点（No.１～３、６～１１） 

【回数】５回／年（６月、８月、９月、１１月、１月） 

生物調査③ 【項目】シジミの殻長組成 

【地点】９地点（No.１～３、６～１１） 

【回数】２回／年（９月、１月） 
※平成23年度は水質調査、底質調査、生物調査を9月以降に行っているが、覆砂施工後の3月が天候等の都合により

調査ができなかった。 

(H24.2.13～20施工) (H24.12.13～25施工) 

[平成23年度調査] 

[平成24年度調査] 
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(5)湖沼水質保全計画との兼ね合い 

 宍道湖では「宍道湖湖沼水質保全計画」に基づいて様々な対策を講じることにより、目標水

質の実現を目指している。本事例の対策については、本計画※で具体的な記載がされていない

が、本計画にある湖沼の浄化対策の中で唱われている「自然浄化機能の回復」(図1.2.3-4)に

向けた対策の一環として行われている。 

 このため、本事業は、(この対策だけで湖全体を改善するというよりは)宍道湖の湖沼水質保

全計画の目標実現の一部を担う対策として位置づけられており、シジミによる水質浄化の効果

を促進のみならず水産資源量の増加(資源活用の効果の促進)、水生生物の生息場回復などの効

果も見込まれている事業である。 

 

＊現在、第6期計画が検討中である。 
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図1.2.4-5 「宍道湖湖沼水質保全計画(第5期(H21～H25年度))」の概要 

 

【宍道湖の目標水質】(単位：mg/L)
目標 現状（H22)

COD75%値 4.6 5.9
TN平均値 0.49 0.67
TP平均値 0.039 0.073
※目標年度：H25年

自然浄化対策 

本事例はここに含まれる 
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[2]調査（実施）結果とその考察 

 本事例では調査を進めながら覆砂を行っている。平成23年度は24年2月下旬に覆砂を行ったが、

その後の3月の調査が気象等により覆砂後の状況を捉えることができなかった。また24年度は12

月に覆砂を実施しているが、その箇所における覆砂後の調査は、覆砂から間もない 25年 1月のみ

であり、覆砂による違いを捉えるまでに至らなかった。 

 

ここでは対策（覆砂）の有無による違いを把握するために、24 年 2 月下旬に覆砂を行った箇所

（図 1.2.4-4 の No1～5）と全く覆砂を行っていない箇所（図 1.2.4-4 の No6～8）を対象に通年の

状況を調査した平成24年度の結果から、覆砂箇所の中心（No1）とそこから最も遠い覆砂無しの箇

所（No8）で主に比較整理した。 

 

(1)シジミの生息状況 

 シジミの確認個体数ついて

は、図1.2.4-6に示すとおり、

覆砂が無い場合、6月～9月に

確認されていたが、11 月以降

は見られなくなっていた。全

般的に覆砂有の方が覆砂無よ

りも確認されていた。 

 この結果を踏まえると、覆

砂に伴ってシジミの生息が回

復している可能性が考えられ

る。 

  

 

(2)底質状況 

 底質材料については、覆砂無がシルト、粘土が多いのに対し、覆砂有の方はシジミが好む

砂が多く存在するようになっていた（図1.2.4-7）。 

 また底質中の硫化水素については、深度数cm以深では覆砂有無であまり変わらなかったが、

浅い表土付近では覆砂有＜覆砂無の傾向が見られていた。 

 このことから覆砂に伴って底質改善が図られている可能性が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.4-7 底質の材料構成 
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図1.2.4-8 底質の硫化水素 

 

(3)水質調査 

 底層水質については、DOが夏季に減少するものの、覆砂有＞覆砂無の傾向が見られていた

（図1.2.4-9上段のグラフ）。覆砂有の場合、9月は2mg/L程度まで下がっていたが、覆砂無

は無酸素状態になっていた。また7～8月は覆砂無が2mg/L程度まで低下していたが、覆砂有

は4～6mg/Lであった。 

 TN、TPについては、覆砂無が無酸素状態になっていた9月に2.5mg/L以上、1.0mg/L近く

に増加しており、湖底からの溶出が見られていたが、覆砂有は増加していてもその 4割程度

であった(図1.2.4-9の中央、下段のグラフ)。 

 以上のことから、覆砂に伴って水質改善が図られている可能性が考えられる。ただし 9月

に DO が減少していたことは、その時期に付近の西岸なぎさ公園（図 1.2.4-10）で青潮が生

じて魚類が斃死していたことが関わっていたことによる可能性が考えられる。すなわち覆砂

により水質が改善される可能性が期待できるが、近くの未覆砂で貧酸素化等により水質が悪

化していると、覆砂している水域にも影響を及ぼすおそれがあることに留意が必要である。 

硫化水素(H24年6月）

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

0-1cm

1-2cm

2-4cm

4-6cm

6-8cm

9-11cm

19-21cm

堆
積
物
深
度
(c
m
)

硫化水素(mg/g)

覆砂有（No1) 覆砂無（No8)

硫化水素(H24年8月）

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

0-1cm

1-2cm

2-4cm

4-6cm

6-8cm

9-11cm

19-21cm

堆
積
物
深
度
(c
m
)

硫化水素(mg/g)

覆砂有（No1) 覆砂無（No8)

硫化水素(H24年9月）

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

0-1cm

1-2cm

2-4cm

4-6cm

6-8cm

9-11cm

堆
積
物
深
度
(c
m
)

硫化水素(mg/g)

覆砂有（No1) 覆砂無（No8)

硫化水素(H24年11月）

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

0-1cm

1-2cm

2-4cm

4-6cm

6-8cm

9-11cm

19-21cm

堆
積
物
深
度
(c
m
)

硫化水素(mg/g)

覆砂有（No1) 覆砂無（No8)

硫化水素(H25年1月）

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

0-1cm

1-2cm

2-4cm

4-6cm

6-8cm

9-11cm

19-21cm

29-31cm

堆
積
物
深
度
(c
m
)

硫化水素(mg/g)

覆砂有（No1) 覆砂無（No8)



 

参 46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.4-9 底層水質の状況 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.4-10 平成24年9月に生じた 

 青潮による魚類斃死箇所 

 

 以上のことから、他の湖沼で同様の対策を講じたいとき、本事例を踏まえると次のような効

果や問題点・課題が参考になると考えられる。 

 

 

 

 

 

＜本事例の調査結果から伺える効果、問題点・課題＞ 

(○：効果、△：問題点、→：課題)  

○覆砂による底質改善～シジミ増加の効果、それらによる水質浄化の効果 

※水質浄化の効果がシジミによるものか、底質改善によるものかまでは不明である

が、長期的な観点からは双方とも期待できる。 

○水産資源の増加（資源活用の促進） 

△近接する未覆砂水域の水質悪化に伴う影響 

→効果的な覆砂場所、時期等の検討、未覆砂水域を含めた他の対策との併用による

複合的な効果の期待 

※国土地理院の5万分の1地形図『今市』を掲載
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[3]まとめ 

本事例における目的・効果・問題点・課題の概念図を図1.2.4-11に示す。 

本事例では、対策に伴う貧酸素化やそれに伴う栄養塩類の溶出を低減する水質浄化や底質改善の

効果が見られている可能性が確認されている。またシジミの生息回復が期待できることから、水産

資源の増加（資源活用の促進）の効果も見込まれると考えられる。 

 

ただし、同様の対策を講じたい場合、実用化していくために覆砂方法（効果的に行うには、どこ

で、どのくらいの規模で行っていくか、など）を確立させることが課題であると考えられる。また

近くの未覆砂水域で貧酸素化等により水質が悪化していると、覆砂している水域にも影響を及ぼす

おそれがあることから、未覆砂水域を含めた他の対策との併用による複合的な効果を期待すること

も重要である。このほか覆砂を行っていても、時間の経過とともに再び底質が悪化するおそれがあ

る。またシジミ等の生息回復の状況についても、そのような状況に応じて不確実性を伴うことが想

定される。従って、実施後の状況把握とその結果に応じた順応的な対応が重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.4-11 本事例(宍道湖)における目的・効果・問題点・課題の概念図 

底層DO低下抑制
N･P増加の抑制

水質浄化の効果
(DO・N・P)

(目的) 底質改善～湖内栄養塩削減(溶出抑制)を図る。
　→水質浄化の効果を期待。
ｼｼﾞﾐ等の生息環境創出を図る。
　→水質浄化、水産資源の増加(資源供給)の促進。

(問題点) (課題) (効果)

宍道湖：覆砂による底質改善・ｼｼﾞﾐ生
息場創出に伴う水質浄化

底質改善

シジミの
生息回復

生物の生息場
創出

水産資源増加
(資源活用促進)

付近の未対策
水域水質の悪化
による影響

他対策との併用
による複合的
効果の発揮

適切な覆砂方法

効果的な方法、適した
実施時期・場所、実施に
伴う環境影響の抑制等

向
上

：効果に関する事項

：問題点・課題に関する事項

事後調査による
状況把握とその
結果に応じた
順応的な対応

覆砂箇所の
再嫌気化等

(調査結果)
事例で把握された内容

シジミ等の回復
の不確実性
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1.2.5 諏訪湖 

本事例は、湖内に水草（ヒシ）の異常繁茂による影響（水質悪化等）の低減を図るために、湖

内の水草を採捕する自然浄化対策の例であり、採捕した水草（ヒシ）は堆肥原料等として利用で

きることも期待できる。 

このため、水草の異常繁茂に伴う諸処の影響（水質や景観の悪化、航行阻害、生態系の劣化（単

一化）等）の低減を講じたい場合、資源活用の効果を期待したい場合などに参考となる。 

 

[1]事業の概要 

(1)事業の目的等 

  諏訪湖では、かつて異常発生していたアオコが低減するなど水質が近年改善されるようにな

ったが、湖岸に沿ってヒシが大量繁茂するようになった。平成19年にはヒシが湖面の10％以

上を覆うようになり、諏訪湖の景観を大きく変えるとともに、貧酸素化（ヒシが水面を覆い、

流動が弱くなって水が滞留するため）やそれに伴う栄養塩類等の溶出などの水質悪化、悪臭発

生、航行阻害等の影響をもたらすようになった。 

 そこで本事業は、湖内に大量繁茂しているヒシの刈取り～利用により、湖内栄養塩の削減、

ヒシ枯死体堆積に伴う底層の貧酸素化及び栄養塩溶出の抑制などを図る水質浄化の効果、採捕

したヒシの利用（資源活用）の効果を検証することを目的としている。 

 本事業は平成24年度～25年度に実施したものである（それ以前は長野県単独で実施）。 

 

(2)期待する効果 

 本事業では、湖内のヒシの刈取りを行って湖外へ搬出することにより湖内の栄養塩削減や、

枯死体堆積低減に伴う貧酸素化や栄養塩溶出の抑制、ヒシの集積・腐敗に伴う悪臭発生の低減、

刈取り後のヒシの活用(資源活用の効果)が期待される。 

 その他の波及効果として、ヒシの集積に伴う景観悪化の抑制、生態系多様性劣化の防止、航

行阻害の抑制なども見込まれている。 

 

 

 

  

 

 

○水質浄化の効果 

 (貧酸素化抑制等) 

○資源活用の効果 

 (刈取りヒシの活用) 

○景観悪化、航行阻害

の抑制 

    などを期待する。 

 

図1.2.5-1 本事業の概念図 

 

◇諏訪湖にはヒシが大量繁茂していること

から、その影響低減、未利用資源に着目 

堆肥としての利用 
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(3)手法概要 

 本事例では、大量繁茂のヒシ刈取りにより栄養塩を湖外へ持ち出すとともに、ヒシ枯死体堆

積に伴う栄養塩溶出の抑制を図る。その後、刈取ったヒシを有効な資源として農地等へ利用す

るものである。作業的な流れについては、「刈取り」→「乾燥・堆肥化」→「活用(農地等)」

である。 

刈取り箇所は図1.2.5-2に示すとおり、ヒシが多く見られる湖岸を中心に対象とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.5-2  ヒシ繁茂分布とヒシ刈取り範囲 

＊繁茂面積：約204ha(湖面の約15%)[H25年] 

 

刈取り作業については、機械及び人力で行っており、住民の協働も得ながら実施した（図

1.2.5-3）。刈取り実績については、表1.2.5-1に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

機械による刈取り           人力による刈取り          住民等の参加 

図1.2.5-3 刈取り作業状況 

※国土地理院の2万5千分の1地形図『諏訪』を掲載
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表1.2.5-1(1) ヒシ刈り(機械)取り実績（平成24年度） 

＊堆肥化施設には、市町の区分なく持ち込んでいるため総量のみ記入している。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

緑色：ヒシ繁茂区域、赤枠：ヒシ刈取区域   
図1.2.5-4(1) ヒシ刈り取り(機械)範囲（平成24年度） 

 
 
 

刈  取  日  数17日間（平成24年8月7日～平成24年9月18日） 

作  業  箇  所下図参照 

 刈取場所別区分 処分先別区 

 岡谷市 諏訪市 下諏訪町 計 焼却施設 堆肥化施設 

除去量(t)（湿潤重量） 45.01 46.19 46.11 137.31 ― ―

処分量(t)（乾燥重量） 2.99 3.07 3.05 9.11 9.11 ―

処分量(t)（半乾燥重量） ― ― ― ― ― 74.19

除去面積(m2) 29,439 24,824 20,013 74,276 ― ―

位置図 

※国土地理院の2万5千分の1地形図『諏訪』を掲載
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表1.2.5-1(2) ヒシ刈り取り(機械)実績（平成25年度） 

刈 取 日 数 51日間（平成25年7月23日～平成25年10月2日） 

作 業 箇 所 下図参照 

 刈取場所別区分 処分先別区分 
   

 岡谷市 諏訪市 下諏訪町   計 焼却施設 堆肥化施設 

除去量(t) 

（湿潤重量） 
76.32 290.79 199.78 566.89 ― ― 

処分量(t) 

（全乾燥重量） 
― 2.77 0.68 3.45 3.45 ― 

処分量(t) 

（半乾燥重量） 
6.16 ― 2.49 8.65 8.65 328.09 

除去面積(m2) 96,550 139,750 51,890 288,190 ― ― 

 ＊堆肥化施設には、市町の区分なく持ち込んでいるため総量のみ記入している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑色：ヒシ繁茂区域、赤枠：ヒシ刈取区域 
図1.2.5-4(2) ヒシ刈り取り(機械)範囲（平成25年度） 

 

水草乾燥ヤード 

位置図 

※国土地理院の2万5千分の1地形図『諏訪』を掲載
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表1.2.5-1(3) ヒシ刈り取り(人力)実績（平成24年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑色：ヒシ繁茂区域、赤枠：ヒシ刈取区域 

図1.2.5-4(3)  ヒシ刈り取り(人力)範囲（平成24年度） 

 

 

 

 

位置図 

※国土地理院の2万5千分の1地形図『諏訪』を掲載
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表1.2.5-1(4) ヒシ刈り取り(人力)実績（平成25年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑色：ヒシ繁茂区域、赤枠：ヒシ刈取区域 

図1.2.5-4(4)  ヒシ刈り取り(人力)範囲（平成25年度） 

 

 

 

 

位置図 

※国土地理院の2万5千分の1地形図『諏訪』を掲載
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 (4)調査概要 

 調査については、表 1.2.5-2～3 に示すとおり、ヒシ刈取り有無の湖内の状況変化を把握す

るために水質、底質調査を行った。また刈取り後の水草再生状況も 2年目である平成 25年度

に実施した。 

 

表1.2.5-2 水質・底質調査の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.5-5 水質・底質調査位置図 

※国土地理院の2万5千分の1地形図『諏訪』を掲載

①と比較対象として、その沖合約 170～520mのヒシの生えていな

い地点 

調査区1～5、底質対照1～5 

調査区1～5 
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表1.2.5-3 水草再生状況調査の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.5-6 水草再生状況調査位置図 

 

調査地点 
①ヒシ除去区１  （調査区１） 
②ヒシ除去区２  （調査区２） 
③ヒシ未除去区３ （調査区３） 
④ヒシ未除去区４ （調査区４） 
⑤自然植生区５  （調査区５） 
 
※（ ）は水質底質調査時の名称 

※国土地理院の2万5千分の1地形図『諏訪』を掲載



 

参 56 
 

 また刈取り後のヒシを堆肥原料として利用できるかどうかを把握するために、肥料の安全性

確認試験やそれら堆肥を用いた農作物の生育状況等に関する調査も実施した（表1.2.5-4）。 

 

表1.2.5-4(1) ヒシの有効利用調査の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 24年度】 

【平成 24年度】 

【平成 24年度～25年度】 
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表1.2.5-4(2) ヒシの有効利用調査の概要 
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表1.2.5-4(3) ヒシの有効利用調査の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m2 

m2 

m2 50％削減した試験区は 3ｍ2 

（ヒシ堆肥 50％置換） 
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(5)湖沼水質保全計画との兼ね合い 

 諏訪湖では「諏訪湖に係る第６期湖沼水質保全計画」に基づいて様々な対策を講じることに

より、目標水質の実現を目指している。本事例の対策については、本計画で「地域住民、事業

者、関係機関が協力して、大量に繁茂した水草のヒシを刈り取り、刈り取ったヒシの有効利用、

湖底の貧酸素対策等の水質保全対策を着実に実施していきます。」と唱われており、表1.2.5-5

に示すとおり、本計画の一環として行われている。 

 このため、本事業は、(この対策だけで湖全体を改善するというよりは)諏訪湖の湖沼水質保

全計画の目標実現の一部を担う対策として位置づけられており、ヒシの刈り取りに伴う水質浄

化や、生態系多様性の保全（異常繁茂の低減、沈水植物の再生等）の効果、肥料等の利用(資

源活用の効果)などの効果も見込まれている事業である。 

  

 

 

表1.2.5-5(1)  諏訪湖に係る第６期湖沼水質保全計画の概要 
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表1.2.5-5(2)  諏訪湖に係る第６期湖沼水質保全計画の概要 
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[2]調査（実施）結果とその考察 

(1)水質調査等の湖内調査 

1)平成24年度 

 図1.2.5-7は平成24年度にヒシの刈取区と刈り取っていない繁茂区で調査を行ったDO鉛

直分布の結果を示したものである。また併せてpHの鉛直分布を図1.2.5-8に示す。 

 これらを見ると、刈取区の方が繁茂区よりDOが高い傾向にあり、ヒシの刈り取りに伴って

DOが回復していると考えられる。 

 その要因としては、DO と pH が類似した鉛直分布を示していることを踏まえると、ヒシが

刈り取られたことにより光が水中深くまで達し、水中の植物等の光合成に伴うDO回復の可能

性が考えられる。またヒシが刈り取られたことにより大気から供給される酸素が水中深くま

で行き渡っていることや、水の滞留が抑制されていることによるDO回復の可能性も推測され

る。 

 このようにヒシ刈り取りに伴ってDO回復による水質浄化の効果が期待できる。ただし遮光

に伴う植物プランクトン増殖の抑制は見込みにくくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.5-7 平成24年度の刈取区・繁茂区におけるDO鉛直分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.5-8 平成24年度の刈取区・繁茂区におけるpH鉛直分布 
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2)平成25年度 

 平成 25年度は、前年度に刈り取りの有無の違いを把握するために、調査区 1～4の地点で

調査を行っている（図 1.2.5-6、図 1.2.5-9 の右下参照）。調査区 1～2 が前年度にヒシを刈

り取った地点、調査区3～4が刈り取りを行っていない地点であり、参考として沈水植物ササ

バモなどが繁茂している調査区 5（自然植生区と称す）も併せて調査結果を整理している。

なお調査区5は、ヒシがあまり見られていなく、底質は砂礫が多かった地点である。 

図 1.2.5-9 はヒシ密集度を示したものである。ヒシ密集度は、ヒシの繁茂状況を目視で定

性的に判断して6段階で区分した（0、0.3、1、2、3、4、5点）ものである。 

その結果については、ヒシの密集度が調査区1～4で高く、それら地点間の違いはあまり見

られなかった。すなわち、調査区1～2は平成24年度に刈り取りを行ったが、翌年度の25年

度にはヒシが再生していた。これはヒシを機械（刈り取り船）により刈り取ったものの、種

子まで採取できなかったこと、また刈り取りに伴って種子が水中に拡散したことなどが要因

になっている可能性が推測される。このことから、ヒシ刈り取りでは、種子まで見据えたの

採取に留意する必要があると考えられる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.5-9 調査区1～5のヒシ密集度（平成25年度） 

H24刈り取り H24刈り取り 

刈り取り未実施 
刈り取り未実施 

自然植生区 

調査地点 

※国土地理院の2万5千分の1地形図『諏訪』を掲載 
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 調査区1～5のDO、TN、TPの水質調査結果を図1.2.5-10に、同地点の8月における底質調

査結果を図1.2.5-11に示す。 

 DOについては、前述の平成24年度調査で刈取区の方が繁茂区より高い傾向にあった(前述

の図 1.2.5-7)。しかし、刈り取った翌年（平成 25年度調査）の調査区 1～2では 7月末～8

月に2mg/Lを下回る貧酸素化状態が見られていた。これは、ヒシが平成24年度に刈り取った

ものの、翌年には再び密集していたことによる可能性が考えられる。一方、ヒシが少なかっ

た調査区5は、通年で概ね10mg/L以上を推移していた。 

このことより、ヒシの存在がDO低下をもたらしている可能性が考えられることから、ヒシ

が少なくなることによりDOの回復が期待できると思われる。ただし、刈り取り後におけるヒ

シ再生を抑制することに配慮が必要である。 

 

 TN、TPについてもヒシの少ない調査区5は一時的な増加が見られたが、全般的にはヒシが

密集した調査区1～4の方が高い傾向にあった。 

 また底質(強熱減量、TN、TP)については、8月の結果を見ると、ヒシが密集してDOが貧酸

素化に陥った調査区1～2が最も高く、次いでヒシが密集する調査区3～4が高かった。一方、

ヒシが少なかった調査区5はいずれも最も低かった。調査区1～4で底質が高かったのは、ヒ

シの枯死体の堆積や底層のDO低下等によることが推測される。 

 なお、ヒシには栄養塩類が含まれている（窒素：32mg/g-dry、リン：3.5mg/g-dry）ことか

ら、ヒシの刈り取りに伴う栄養塩類の湖外搬出による水質浄化の効果が期待できると考えら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.5-10(1) 調査区1～5のDO調査結果（平成25年度） 

 

刈り取り未実施 刈り取り未実施 

H24刈り取り H24刈り取り 

自然植生区 
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図1.2.5-10(2) 調査区1～5のTN調査結果（平成25年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.5-10(3) 調査区1～5のTP調査結果（平成25年度） 

刈り取り未実施 

刈り取り未実施 
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図1.2.5-11 底質調査結果(平成25年8月) 

 

 

3)まとめ 

 以上のことから、ヒシの繁茂することにより底層DOが低下するとともに、枯死体の堆積に

より有機物や栄養塩類が蓄積されて底質が嫌気化することが懸念される。逆にヒシが少なく

なることにより、そのような影響が低減され、水質浄化の効果（底質改善含む）が期待でき

ると考えられる。 

ただし、ヒシを刈り取った直後はそのような効果が見込まれるが、しばらくしてヒシが再

生することにより再び水質へ影響を及ぼすことが想定されるため、刈り取り後におけるヒシ

再生を抑制することに配慮が必要である。 
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(2)刈り取り後ヒシの有効利用調査 

 本事例では、刈り取り後ヒシを堆肥化し、その肥料を用いて農作物（ホウレンソウ、トウ

モロコシ、ソバ）を試験的に生育している（施用調査）。その結果、刈り取ったヒシは、肥料

としての利用（資源活用の効果）が見込まれる。 

 

 表 1.2.5-5 にホウレンソウの施用調査結果を示す。これは慣行区が牛糞堆肥であるのに対

し、試験区がヒシ堆肥を用いたものである。ただしホウレンソウは生育期間が短いため、堆

肥だけでは効果が緩慢になるため、ともに化学肥料（窒素成分 32kg/10a）を投入している。

また2作目は化学肥料を20％減じたケースも調査した。 

 この結果を見ると、慣行区、試験区ともに同程度のホウレンソウが得られていると考えら

れる。 

表1.2.5-5 ホウレンソウの施用調査結果 

1作目 

 

 

 

2作目 

 

 

 

 

 

 また図1.2.5-12に出荷物規格別収量結果を示す。これは慣行区が化学肥料であるのに対し、

試験区がホウレンソウ1で化学肥料の10％をヒシ肥料に置換え、施肥量を1割削減したもの、

ホウレンソウ2で化学肥料の30％をヒシ肥料に置換えたものである。 

 この結果を見ると、慣行区、試験区ともに同程度のホウレンソウが得られていると考えら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊2L、L、Mはホウレンソウの草丈を出荷時の規格で区分したものである。その区分は農協毎で異なるが、大きさの

順序は2L＞L＞Mとなる。 

図1.2.5-12 出荷物規格別収量結果 

  

ホウレンソウ1収量調査（H25.5.24）
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え、施肥量を1割削減
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ホウレンソウ2収量調査（H25.6.28)
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 以上のことから、他の湖沼で同様の対策を講じたいとき、本事例を踏まえると次のような効

果や問題点・課題が参考になると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3]まとめ 

本事例における目的・効果・問題点・課題の概念図を図1.2.5-12に示す。 

本事例では、ヒシの異常繁茂に伴う影響（貧酸素化やそれに伴う栄養塩類等の溶出、悪臭の発生、

生態系の単一化、景観の悪化、航行障害等）を低減するためにヒシの刈り取りを行っているもので

ある。 

ヒシの刈り取りに伴って貧酸素化やそれに伴う栄養塩類等の溶出、湖内の栄養塩類の除去（湖外

搬出）などの水質浄化の効果が期待できる。このほか景観の悪化抑制にもつながると考えられる。 

またヒシが優占して生態系が単一化していたが、ヒシを刈り取った区域では沈水植物の生息が確

認されているように、本対策では生態系多様性の保全・再生への効果も期待できる。 

さらに刈り取ったヒシは、農地で堆肥として有効活用できることが確認されていることから、資

源活用の効果も期待できる。 

 

ただし、ヒシを刈り取っても翌年度には再生してヒシが密集し、水質等へ影響していることが確

認されている。その要因としては、種子まで採取できなかったこと、また刈り取りに伴って種子が

水中に拡散したことなどが要因として挙げられる。 

このことから、ヒシ刈り取りを講じる場合、種子まで見据えた採取に留意する必要があり、でき

る限り成長の早い段階で刈り取りを行い、ヒシの再生を抑制することが望ましい。 

逆に栄養塩類を多く吸収させて（ある程度成長して）から枯死前にヒシを刈り、栄養塩類の湖外

への除去量を多くするということが考えられる。しかし、異常繁茂した後に刈り取りを行うことは

容易ではなく、またヒシの密集に伴って貧酸素化が生じ、それに伴う栄養塩類の溶出により湖内へ

の供給量を増やすおそれがある。 

このように同様の対策を講じたい場合、刈り取り時期等について、対象湖沼の特性を踏まえつつ、

効果的な手法を検討する必要がある。また対策後における植生の異常繁殖を抑制するための適切な

植生の維持管理も必要である。 

 

あと刈り取り作業に際しては住民等の協働を得られていることから、このような対策を通じて住

民等の湖沼水環境保全に関する意識高揚が期待できる。 

ただし住民等に対しては、ヒシ堆肥の利用促進のみならず、その堆肥利用を通じて湖沼水環境保

全に関する意識を一層に高揚するための普及活動等がさらに必要であると考えられる。 

＜本事例の調査から伺える効果、問題点・課題＞ 

(○：効果、△：問題点、→：課題)  

○ヒシ刈り取りに伴う貧酸素化やそれに伴う栄養塩類溶出等の抑制、栄養塩類等の除去

（湖外搬出）による水質浄化の効果 

○資源活用の効果（ヒシを堆肥として利用） 

○住民等の協働による刈り取り作業の実施。住民等の湖沼水環境保全に関する意識高揚

への期待 

△刈り取り後のヒシの再生・密集及びそれに伴う水質等への影響 

→ヒシ再生・密集の抑制を図るための種子まで見据えた効果的な採取方法の検討 
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図1.2.5-12 本事例(諏訪湖)における目的・効果・問題点・課題の概念図 
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1.2.6 琵琶湖 

本事例は、湖内（南湖）に水草の異常繁茂による影響（水質悪化等）の低減を図るために、湖

内の水草を採捕する自然浄化対策の例であり、採捕した水草は肥料等として利用できることも期

待できる。 

このため、水草の異常繁茂に伴う諸処の影響（水質（貧酸素化やアオコ発生等）や景観の悪化、

航行阻害、生態系の劣化（単一化）等）の低減を講じたい場合、資源活用の効果を期待したい場

合などに参考となる。 

 

[1]事業の概要 

(1)事業の目的等 

  琵琶湖・南湖では、平成6年以降、水草が増加傾向にあり、最近では湖面の約9割が水草で

覆われるという異常な状況が発生している（図1.2.6-1(1)～(2)）。この結果、湖水の流れを阻

害し水質の悪化や底層の低酸素化、湖底の泥質化など従来の自然環境や生態系に大きな影響を

与えるとともに、漁業や船舶航行の障害、腐敗に伴う臭気の発生など生活環境にも様々な支障

をきたし、深刻な状態が続いている。また水草が異常繁茂することにより水が滞留しやすくな

り、アオコの発生等も見られている。 

一方、藻刈りが行われていた 1930～1950 年頃の水草面積は 20～30km2 程度であり（図

1.2.6-1(1)）、地域からはそのような環境が望ましいということが考えられており、今後、そ

のような状態に戻すことが望まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.6-1(1) 琵琶湖・南湖における水草の繁茂面積・分布状況の変遷 
※滋賀県作成資料 
※下図の1997年,2002年,2007年の南湖沈水植物分布図は、(独)水資源機構琵琶湖総合管理所ホームページより 
[アドレスは、本編の図2.1-12(1)参照] 
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 そこで、本事業は、水草の異常繁茂による影響（貧酸素化やアオコ発生等による水質悪化な

ど）の低減、採捕した水草の利用（資源活用）の効果を検証することを目的とし、湖内に大量

繁茂している水草の刈取り～利用を実施したものである。 

 本事業は平成24年度～25年度に実施したものである（それ以前は滋賀県単独で実施）。 

 

(2)期待する効果 

 本事業では、湖内の水

草の刈取りを行って湖

外へ搬出することによ

り、湖流回復を図り、枯

死体堆積低減に伴う貧

酸素化や栄養塩溶出の

抑制、アオコ発生の抑制、

また水草の集積・腐敗に

伴う悪臭発生の低減な

どの水質浄化効果を期

待する。 

さらに刈取り後の水

草の活用(資源活用の効

果)が期待される 

 その他には、水草の集

積に伴う景観悪化の抑

制、生態系多様性劣化の

防止、航行阻害の抑制な

ども見込まれている。 

 

  

 

 

図1.2.6-2 期待される効果 

 

（琵琶湖大橋守山側 平成18年9月）    （琵琶湖大橋堅田側  平成22年9月）   （大津市膳所公園付近 平成25年8月20日） 

図1.2.6-1(2) 水草の繁茂状況 
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(3)手法概要 

本事例では、図1.2.6-3に示すとおり、琵琶湖・南湖の湖心部（琵琶湖大橋付近～瀬田川ま

で）において過年度から水草の根こそぎ除去を実施しており、南北方向の湖流を回復させるも

のである。またこの湖心部の湖流を際川水域に引き込み水質を改善するため、際川水域（図

1.2.6-3）を対象に、図 1.2.6-4 に示すとおり、県単独で水草を刈り取ってきた水域をバイパ

スするような形状で水草除去を行った（面積：約81ha、幅：約250m、距離：3,250m）。 

際川水域の施工は、水草密度の低い冬季(平成 25年 2 月)に事前刈り取りを行い、水質が悪

化する夏季(平成25年7月25日～8月1日（約1週間）)に実施した。夏季の施工は、北から

4施工区（1施工区約20ha）に区分して行い(図1.2.6-4)、各施工区につき27隻の漁船を用い

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.6-3 過年度の琵琶湖・南湖 

における水草刈り取り範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.6-4 際川水域の水草刈り取り範囲 

H25年度施工区（根こそぎ除去） 

エリ 

エリ 

※エリとは、古くから行われている

漁法（定置網の一種）である。 

Ａ施工区（表層除去） 
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刈り取り作業については、漁船による貝曳き漁具「マンガン」を使用した根こそぎ除去を実

施することとした（図1.2.6-5(1)）。また、水面まで水草が繁茂し、漁船が進入できない場合

は、図1.2.6-5(2)に示す刈取専用船により水面近くの水草を刈り取ってから漁船とマンガンに

よる水草の根こそぎ除去することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、刈取った水草は、有効な資源（堆肥）として農地等へ利用した。取組の主な流れに

ついては、図1.2.6-6に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.6-6 本事例の取組の主な流れ 

図1.2.6-5(1) 
マンガンによる水草の根こそぎ除去 

図1.2.6-5(2) 
刈取専用船による水草の表層部刈り取り 
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 平成 25 年 7 月 25 日～8 月 1 日における水草の刈り取り量と刈り取った水草の状況を表

1.2.6-1に示す。なお水草の状況は平成24年のものも参考に併記する。また施工区Ａ～Ｄは前

述の図1.2.6-4参照。 

 

表1.2.6-1(1) 水草根こそぎ除去区域・除去量 

 

 

 

 

 

 

 

表1.2.6-1(2) 水草表層除去区域・除去量 

 

 

 

 

 

 

 

表1.2.6-1(3) 刈り取り水草の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)調査概要 

 水草については、平成25年2月に刈り取った後、夏季は同年7月25日～8月1日に行った。

調査については、その7月末の刈り取り前後の時期に実施した（表1.2.6-2）。 

 

表1.2.6-2 調査一覧表 

区分 実施日 備考 

刈り取り前調査 平成25年7月23日（火）晴後曇 
水質、底質、底生生物、沈水植物、植物プラ
ンクトン 

刈り取り工事 平成25年7月25日～8月1日  

刈り取り後調査 平成25年8月 8日（木）晴後曇 
水質、底質、底生生物、沈水植物、植物プラ
ンクトン 

 

 また刈り取った水草については、過年度に堆肥化したものを使った農作物の作付け実験や県

民を対象としたアンケート調査等を行っている。 
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(5)湖沼水質保全計画との兼ね合い 

 琵琶湖では、南湖の異常に繁茂している水草の対策が喫緊の課題になっており、平成 23 年

10月に改定した「琵琶湖総合保全整備計画(マザーレイク21計画)第2期」の計画目標におい

て、湖内においては良好な水質と栄養塩バランスの回復・維持が、湖辺域においては水草の適

正管理が掲げられている。また、「第 6期琵琶湖に係る湖沼水質保全計画」（平成 24年 3月）

においても、新たに水草対策を位置づけている（図1.2.6-7）。 

 このため、本事業は、(この対策だけで湖全体を改善するというよりは)琵琶湖の湖沼水質保

全計画の目標実現の一部を担う対策として位置づけられており、水草の刈り取りに伴う水質浄

化や、生態系多様性の保全（異常繁茂の低減）の効果、肥料等の利用(資源活用の効果)などの

効果も見込まれている事業である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.6-7 「琵琶湖の湖沼水質保全計画(第6期)」の概要 
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[2]調査（実施）結果とその考察 

 琵琶湖・南湖では、平成22年度以降、水草対策を講じている。ただし平成25年度調査は水草刈

り取り前後の各1回であったため、今後、継続的なモニタリングによる効果等の確認が必要である。  

このため、ここでは調査結果については、平成 25 年度調査を抜粋するとともに、過年度のもの

を含めて整理を行い、想定される水草刈り取りによる効果等をとりまとめた。 

 

(1)水質調査等の湖内調査 

1)湖流の状況 

図 1.2.6-8 は、アオコが発生しやすい地点 Aにおける刈り取り前後の流向・流速測定結果

を示す。この結果を見ると、水深 1m以浅の表層部分の流速が刈り取り前で約 1m/s程度であ

ったのに対し、刈り取り後で約2.5m/s程度になっていた。調査時間帯の風速（図1.2.6-9）

が刈り取り前に概ね 1.5～2.0m/s であったのに対し、刈り取り後が概ね 0.5～1.0m/s であっ

たことから、水草刈り取りに伴って流れが回復した可能性が想定される（水草刈り取りに伴

う湖流回復の期待）。 

ただし測定頻度が刈り取り前後の 1回であったこと、このほかの地点では前後の違いがあ

まり見られていないことから、今後も効果把握のモニタリングが必要であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.6-8 (アオコが発生しやすい)地点Aにおける刈り取り前後の流向・流速測定結果 

 [水草刈り取り前(H25.7.23)、水草刈り取り後(H25.8.8)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.6-9  

刈り取り前後の風速 

※国土地理院の20万分の1地勢

図『宮津』『岐阜』『京都及大阪』

『名古屋』を掲載 

※国土地理院の5万分の1地形図『京都東北部』を掲載 



 

参 76 
 

2)植物プランクトン増殖や栄養塩類の状況 

図1.2.6-10は、植物プランクトン細胞数とその目安になるChl-aの刈り取り前後の結果を

示す。この結果を見ると、表層部分で流速が回復していた地点 A(図中アオコ発生ポイント)

においては、刈り取り前でChl-aが18μg/L、総細胞数が16千cell/mL程度であったのに対

し、刈り取り後でChl-aが9μg/L、総細胞数が8千cell/mL程度になっていた。 

このときの地点 A における栄養塩類については、刈り取り前で TN が 0.63mg/L、TP が

0.104mg/Lであるのに対し、刈り取り後でTNが0.54mg/L、TPが0.082mg/Lと微減していた。

ただし、どちらも似たような数字であるとともに、NP比も大きく変わっていないこと（刈り

取り前：約6.1→刈り取り後：約6.5）から、栄養塩類の面から見た植物プランクトン増殖環

境としては大きな変化はない。また調査日の気温は、刈り取り前後とも25℃から33～34℃で

推移していた。 

 

よって、地点Aの植物プランクトン（Chl-a）減少については、栄養塩類や気温等があまり

前後で大きく変わっていない中、表層部の流速が回復していたことを踏まえると、水草刈り

取りに伴って流れが回復したことが要因の一つになっている可能性が想定される（水草刈り

取りに伴う湖流回復による植物プランクトン増殖抑制の期待）。 

 

ただし測定頻度が刈り取り前後の 1回であったこと、このほかの地点では、刈り取り前後

で増減が見られているが、前後の違いが地点 Aのように大きくなかったことから、今後も効

果把握のモニタリングが必要であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.6-10  Chl-aと植物プランクトン細胞数の調査結果 
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図1.2.6-11は、際川沖におけるアオコ発生状況（平成16～25年度、アオコレベル4以上

を対象※）を示したものである。この結果を見ると、平成16～24年度では18年度を除く年の

夏季にレベル4以上のアオコが発生していたが、平成25年度は見られていない。 

そこで植物プランクトン増殖に関わる気象条件（月平均気温、月合計降水量、月平均日照

時間）について、平成 16～25年度の 7月、8月の結果を図 1.2.6-12 に整理した。この結果

を見ると、平成25年度は気温と日照時間が例年と同程度またはそれ以上、降水量が例年より

少ない状況にあるように、植物プランクトン増殖環境は気象条件から見ると、アオコが発生

している例年と比べて増殖しにくい環境ではなかったと考えられる。 

このことから平成25年度に見られたアオコ発生の抑制は、水草刈り取りに伴って流れが回

復したことが要因の一つになっている可能性が想定される（水草刈り取りに伴う湖流回復に

よる植物プランクトン増殖抑制の期待）。 

ただし、栄養塩類について、刈り取り後（平成25年8月）は平成16年8月と比較して若

干減少しており（図 1.2.6-13）、この減少がアオコ抑制につながっている可能性も想定され

る。その栄養塩類減少については、刈り取り前後でも後の方が微減になっていたことから、

水草刈りによる可能性が想定されるが、今回の調査結果からはそれを断定することは難しい。

また平成 25年8月の栄養塩類は、過年度より減少しているものの、依然 OECDによる栄養レ

ベルで富栄養湖（TP：0.035～0.100mg/L）に相当することから、植物プランクトンが増殖で

きる環境にあることには変わりないと考えられる。 

このため、今後も栄養塩類等も含め、刈り取り後の状況把握のモニタリングが必要である

と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.6-11 際川沖におけるアオコ発生状況（平成16～25年度、アオコレベル4以上を対象※） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.6-12(1) 気象条件 

(月平均気温及び日照時間、平成16～25年の7月・8月、大津気象観測所) 

※レベル4：アオコが膜状に湖面を
覆う状態をいう。 
＊福島武彦、相崎守弘(1995)「アオコ

の計量と発生状況,発生機構－アオ

コ指標検討会資料－」国立環境研究

所資料F-72-‘95/NIES,PP124.より 

大津・月平均気温（7月・8月）
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図1.2.6-12(2) 気象条件 

(月合計降水量、平成16～25年の7月・8月、大津気象観測所) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.6-13 栄養塩類（TN、TP）の状況(平成16年と25年) 
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3)底層DO  

図 1.2.6-14 は琵琶湖・南湖における湖流の回復が見られている可能性のある地点 A の DO

鉛直分布時系列図である。 

 これを見ると、24年7～8月で見られた底層の貧酸素水塊が25年には見られていない。た

だし平成25年は、刈り取り前が貧酸素化していなかったことから、刈り取り前後における底

層DOの違いがあまり見られなかった。地点Aの湖流（流速）は、図1.2.6-8で前述したとお

り、上層で刈り取り前より大きくなっていたが、底層では前後の違いがあまり見られていな

かったことを踏まえると、底層DO回復までの効果は、今回の調査結果から把握できるまでに

至っていないと考えられる。よって、今後、モニタリングデータを蓄積してその効果把握が

必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.6-14 DO鉛直分布時系列（琵琶湖・南湖、地点A） 

 

 

 

 

刈り取り実施 
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(2)刈り取った水草の有効利用 

1)有効利用状況 

 図 1.2.6-15 は、平成 24年度における水草刈り取りからその後の有効利用までの実績量の

フローを示したものである。本図に示すとおり、琵琶湖・南湖では刈り取った水草を堆肥化

し、周辺農地で肥料として有効利用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.6-15 水草刈り取りからその後の有効利用までの実績量（平成24年度） 
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2)水草堆肥の作付け実証実験 

 本事例では、水草堆肥を活用した作付け実証実験を行っている。ここではその一例を紹介

する。 

 表 1.2.6-3 は野洲市の農地（畑）で行った作付け実証実験の試験ケースである（5 試験区

画に区分して実験を行った）。また図 1.2.6-16 は、各ケースにおける各作物の収穫量を示し

たものである。 

 この結果を見ると、水草堆肥を投入したＷ２～５では大きな違いがあまり見られないが、

Ｗ２～５は投入無しＷ１と比べると収穫量が多くなっていることが伺える。このことから、

刈り取った水草の有効利用（肥料としての資源活用）の効果が見られている可能性が考えら

れる。 

 なお、滋賀県では、様々な作物種に対応できるよう作物毎の水草堆肥の適量を概ね把握し

ている。また栄養が不足する場合、他の肥料等で補う方法を見据えている。その他の湖沼で

同様の対策を講じたい場合、そのような作物毎での適用性の把握等を行う工夫が必要である

と考えられる。 

 

表1.2.6-3 作付け実証実験の試験ケース 

試験区画名 施肥状況 

Ｗ１ 水草堆肥の投入無し 

Ｗ２ 水草堆肥2年熟成物10.5m3投入 

Ｗ３ 水草堆肥2年熟成物21.0m3投入 

Ｗ４ 水草堆肥3年熟成物10.5m3投入 

Ｗ５ 水草堆肥3年熟成物21.0m3投入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.6-16 各ケースにおける各作物の収穫量 
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3)県民モニターによるアンケート調査 

 本事例では、水草堆肥の普及促進のために県民モニターによるアンケート調査を行ってい

る。県民モニターに水草堆肥を無料で提供し（図 1.2.6-17）、実際に使ってもらった後の状

況を把握している。平成24年度は824人に総計368m3の水草堆肥を配布して、モニターの声

を聴取している。 

  その結果については、図1.2.6-18に示すとおり、8割以上の方から野菜などの生長や収穫

量が「今までの肥料と変わらない」、「今までより良かった」という回答を得ている。また今

後の水草堆肥の利用希望については、8 割以上が「ぜひ利用したい」、「機会があれば利用し

たい」という回答を得ている。 

 また、水草堆肥の中にガラスやビニール等のゴミの混入や、水を含むと固まりやすいなど

の指摘も受けていたが、現在ではその改善が行われており、県民から品質が良くなっている

という回答を得ている。 

 

以上のことから、水草堆肥の有効利用は期待できることが伺える。その効果を促進するた

めには、水草堆肥の利用先（需要）普及拡大が必要となる。このため、その他の湖沼で同様

の対策を講じたい場合、滋賀県が取り組んできたような県民モニターを対象とした水草堆肥

の提供とその後の状況把握（図1.2.6-17）や水草堆肥の品質向上等の工夫が重要であると考

えられる。また図 1.2.6-17 のような取組は、湖内の水環境保全等につながっていることを

PRできるため、住民等の環境保全に関する意識高揚なども期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.6-17 水草堆肥の無料配布のチラシ(左)と配布状況(右下) 
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図1.2.6-18 県民モニター対象のアンケート調査結果 
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 以上のことから、他の湖沼で同様の対策を講じたいとき、本事例を踏まえると次のような効

果や問題点・課題が参考になると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3]まとめ 

本事例における目的・効果・問題点・課題の概念図を図1.2.6-20に示す。 

本事例では、水草の異常繁茂に伴う影響（貧酸素化やそれに伴う栄養塩類等の溶出、悪臭の発生、

生態系の単一化、景観の悪化、航行障害等）を低減するために水草の刈り取りを行っているもので

ある。 

水草の刈り取りに伴って湖流の回復により、植物プランク

トン増殖が抑制されている可能性が考えられる。 

また水草は栄養塩類等を含むことから、水草の枯死体は栄

養塩類の増加を招く要因になるので、枯死体も含めた除去を

行うことが望ましい（図1.2.6-19）。 

さらに刈り取った水草は、農地の肥料として有効利用でき

ることが確認されていることから、資源活用の効果も期待で

きる。しかも水草堆肥の有効利用を通じて、住民等の湖沼水 

環境保全に関する意識高揚なども期待できる。このほか、水草の優占による生態系単一化抑制に伴

う生態系多様性の保全・再生への効果の可能性も期待できる。 

 

一方、水草堆肥の需要拡大を図るために、イベント、出前講座、広報、モニターの充実と継続な

どによる水草堆肥の利用の啓発・普及活動、水草堆肥の品質向上、作物毎の水草堆肥の適量把握な

どを行っている。その他の湖沼で同様の対策を講じたい場合でもそのような対応が重要になる可能

性があると考えられる。 

 

また本事例のような対策を講じる際には、各湖沼で対象とする植生等の特性を勘案しながら、効

果的かつ効率的な手法（刈り取りや堆肥化、需要拡大等）を検討し、作業負担を低減することが必

要であると考えられる。 

＜本事例から伺える効果、問題点・課題＞ 

(○：効果、△：問題点、→：課題)  

○水草刈り取りに伴う植物プランクトンの増殖抑制等による水質浄化の効果 

○資源活用の効果（水草を堆肥として利用） 

○県民モニターによる水草堆肥の有効利用 

 (住民等の湖沼水環境保全に関する意識高揚なども期待) 

△対策実施前後のモニタリング調査の継続とその状況の把握、その結果に応じた順応的

対応。 

△水草堆肥について、ゴミの混入や、水を含むと固まりやすいなどの指摘。また作物種

毎の適応性確保。 

→水草堆肥の品質向上、作物毎の水草堆肥の適量把握、栄養が不足する場合の対応

方針の検討など 

※滋賀県では既にこの課題への対応済みである。その他の湖沼で同様の対策を講じ

たい場合でもそのような対応が重要になる可能性があると考えられる。 

図1.2.6-19 枯死した水草の除去 
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例えば水草の刈り取りについては、実施時期に応じて作業負担が異なってくる。琵琶湖・南湖で

異常繁茂している植生に関しては、4 月末～5 月半ばに急速に生長する特性があるため、この時期

までに水草を除去することが最も効率的に水草の繁茂を抑制することが期待できる。このため、滋

賀県では、水草の生息密度が小さい平成 25年 2月に根こそぎ除去を行っており、例年 6月頃に水

草が密集するが、平成25年は7月中旬まで水草の生長が抑えられていた。 

あと、対策実施前後のモニタリング調査の継続とその状況の把握、その結果に応じた順応的対応

を図ることが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.6-20 本事例(琵琶湖)における目的・効果・問題点・

課題の概念図 

水質浄化の効果

(目的)

湖内の水草異常繁茂に伴う影響（湖水滞留に伴う貧酸素化や
アオコ等の発生等）の低減を図る。→水質浄化の効果。
その他の影響（生態系の単一化、航行阻害等)の低減も図
る。→生態系多様性の保全・再生等
水草の再利用（肥料として）を図る。→資源供給の効果

など

回収後の水草
利活用(肥料化)

資源活用の効果

(問題点) (課題) (効果)

琵琶湖:水草の刈取による自然浄化対策

水草堆肥による農作物の適切な生育を確
認（県民ﾓﾆﾀｰからも回答を得ている）

向
上

生態系多様性
の保全・再生

水草堆肥の品質
に関する指摘(一
部)や作物種毎の
適応性確保

水草堆肥の品質
向上や作物毎の
適量把握等

水草堆肥の普及
への影響

刈り取り時期の工夫等
(成長前の刈り取り等)

：効果に関する事項

：問題点・課題に関する事項

県民ﾓﾆﾀｰの
多数参加

住民等の意識
高揚への期待

水草堆肥活用
を通じて

水草の優占による
生態系単一化抑制

効果的かつ効率
的な対策手法

向
上

イベント、出前講座、広報、
モニターの充実と継続など

水草堆肥の利用
の啓発・普及

湖水滞留抑制
（湖流回復）

植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ
増殖抑制

※滋賀県ではこれら課題の対応済み。
他湖沼で同様の対策を講じたい場合
に、このような対応が必要となる可能
性があることに留意。

(調査結果)
事例で把握された内容

※対策実施前後のモニタリング調査の
継続とその状況の把握、その結果に
応じた順応的対応。
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第２章  文献や既往報告書等から整理を行った取組事例               
 

2.1 事例の概要                                   

ここでは湖沼自然浄化活用事業で行った対策手法（本編の 2.1を参照）に関するその他の事例と

して、文献や既往報告書等から整理を行った取組事例を整理した。 

なお、各事例の概要を表2.1-1～2に、詳細をその次のページ以降に整理した。 

 

表2.1-1 事例一覧 

事例番号 取組の手法 湖沼等 事業者 
2-1 植生を活用する（生やして刈る）

取組(植生浄化)[本編 2.1参照] 
 

霞ヶ浦・清明川 
 

国土交通省 

2-2 霞ヶ浦・山王川 
 

国土交通省 

2-3 渡良瀬遊水地 
 

国土交通省 

2-4 手賀沼 千葉県 
我孫子市 

2-5 八田原ダム 国土交通省 

2-6 霞ヶ浦 
土浦ビオパーク 

国土交通省 

2-7 土壌に浸透させる取組（植生も組

み合わせる土壌・植生浄化） 
[本編 2.2参照] 

霞ヶ浦・山王川 国土交通省 

2-8 湖内等の水草を刈り取る取組 
[本編 2.3参照] 
 

諏訪湖 
 

長野県 

2-9 東郷池 
 

鳥取県 

2-10 琵琶湖・木浜内湖 
(調査・検討事例) 

滋賀県 

※このほか、ハスの刈り取り事例(事例番号(2-11))を整理した文献を紹介した。 
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表2.1-2 文献や既往報告書等から整理を行った取組事例 

 
事例番号 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 

取組の種類  
 

 
 

 
 

湖沼等 霞ヶ浦（土浦ビオパーク） 霞ヶ浦（山王川） 諏訪湖 東郷池 琵琶湖（木浜内湖） 
目 的 ・霞ヶ浦湖内の汚濁負荷削減 

・親水公園としての人と自然のふれ合い
の場の創出 

・霞ヶ浦の流入河川（山王川）からの流
入汚濁負荷の削減 

・湖内に繁茂する浮葉植物（ヒシ）の除
去による水質浄化 

 

・湖内に繁茂する沈水植物の除去による
水質浄化 
・水草の利用、環境教育の促進 

・内湖の木浜内湖に異常繁茂する浮遊植
物（ホテイアオイ）の除去・抑制によ
る貧酸素化、魚類酸欠死等の改善 

概 要 湖岸に水耕式の浄化施設を設置（土浦ビ
オパーク）。 
※湖水を湖岸陸域に導水して処理。 

流入河川に土壌・植生浄化の浄化施設を
設置 

ヒシの除去帯と繁茂帯の比較による除去
効果の検証 

植生の除去 
水草の肥料、土壌改良材としての利用 
地域住民・事業者・行政の協働による 

浄化活動 

植生の除去 
※対策に向けた調査・検討事例 

期待される 
効果 

■水質浄化 
湖内SS、TPの除去効果 
■人と自然の触れ合い 
住民等の憩いの場 

■水質浄化 
流入水SS、BOD、COD、TN、TPの除
去効果 

■水質浄化 
貧酸素化の改善、ヒシの湖外搬出による
湖内栄養塩類の削減 
■環境保全 
ヒシの刈取りによる船舶航行の障害，腐
敗時の悪臭等の改善 

■水質浄化 
植生の湖外搬出による湖内栄養塩類 
の削減 
■資源の供給 
刈取り後の植生の利用 
■人と自然の触れ合い 
環境教育の促進 

■水質浄化 
貧酸素化等の改善、植生の湖外搬出によ
る湖内栄養塩類の削減 
■生態系保全 
魚類酸欠死の抑制 
ホテイアオイ(外来種)の駆除  

本事例の対策を 
講じる場合の 
配慮すべき点 

・植生の適正な繁茂状況の維持、施設の
老朽化対応など、適切な維持管理が必
要 
・継続実施のための工夫・体制も必要 

・堆積物の除去、干し上げ、ヨシ刈りな
ど適切な維持管理による水質浄化効果
の維持が必要 

・ヒシの異常繁殖を抑制するための適切
な植生の維持管理が必要 
・刈取り後の植生の利用の検討が必要 
 

・対策実施中・実施後もモニタリングを
行いながら、その状況に応じ順応的に
対応を進めていくことが必要 

・効率的な刈取り手法への留意 
・刈取り後の植生の利用の検討が必要 

 
 
 

事例番号 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 

取組の種類  
 

湖沼等 霞ヶ浦（清明川） 霞ヶ浦（山王川） 渡良瀬遊水池 手賀沼 八田原ダム 
目 的 ・霞ヶ浦の流入河川（清明川）からの流

入汚濁負荷の削減 
・霞ヶ浦の流入河川（山王川）からの流
入汚濁負荷の削減 

・遊水池内の汚濁負荷削減 
・ヨシ原の湿地環境復元 
・環境教育の場の創出 

・湖内の汚濁負荷削減 
・自然環境学習の場の創出 

・流入河川（芦田川）からの流入汚濁負
荷の削減 

概 要 流入河川河口部に植生浄化施設を設置 流入河川河口部に植生浄化施設を設置 遊水池の岸辺に植生浄化施設を設置 湖岸に植生浄化施設（ビオトープ）を設
置。湖水を湖岸陸域に導水して処理。 

流入河川河口部に植生浄化施設を設置 

期待される 
効果 

■水質浄化 
流入水SS、COD、TN、TPの除去効果 
■生態系保全 
生物の生息場 
■人と自然の触れ合い 
住民等の憩いの場,住民等の刈り取り参加 

■水質浄化 
流入水SS、BOD、COD、TN、TPの除
去効果 

■水質浄化 
流入水SS、TPの除去効果 

■水質浄化 
湖内SS、COD、TN、TPの除去効果(主
に懸濁態) 
■人と自然の触れ合い 
住民等の参加の場 

■水質浄化 
流入水TN、TP等の除去効果 

本事例の対策を 
講じる場合の 
配慮すべき点 

・施設内でのヨシ枯死体や流入SSの堆積
を抑制するための適切な維持管理(堆積
物の除去、干し上げ、ヨシ焼きなど)に
よる水質浄化効果の確保が必要 
・外来種の生息 

・堆積物の除去、干し上げ、ヨシ刈りな
ど適切な維持管理による水質浄化効果
の維持が必要 

・植生の適正な繁茂状況の維持、施設の
老朽化対応など、適切な維持管理が必
要 
・その管理の継続、それを実現するため
の工夫・体制も必要 

・植生の適正な繁茂状況の維持、施設の
老朽化対応などの適切な維持管理、植
生に配慮する柔軟な運用管理が必要 
・環境学習等としての利用促進のための
対応が必要 

・DO 低下や底泥からの巻き上げ、栄養
塩類等の溶出の低減に配慮し、水質浄
化効果を持続させるために適切な植生
の維持管理がが必要 

植生を活用する取組(植生浄化) 

土壌に浸透させる取組 
（土壌・植生浄化） 

植生を活用する取組 
（植生浄化） 

湖内等の水草を刈り取る取組 
（異常繁茂対策） 
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事例No.(2-1)  
対象地・種類等 ◇霞ヶ浦・清明川―植生浄化―(主体：国土交通省) 
目的＊1 ◇霞ヶ浦の流入支川からの流入汚濁負荷削減を図る。 

◇目標水質は、TN、TPの除去率を50％と設定。 
概要(手法等)＊1 ◇流入支川(清明川)の河口部に植生浄

化施設(本編 2.1の手法)を設け、流入
汚濁負荷削減を図る。 

◇植生は主にヨシを使い、その他にマコ
モ、クサヨシ、ヒメガマ等が混在する。 

◇計画水量0.21m3/s(年豊水0.52m3/s) 
◇流入水質は冬季に高く、夏季に低い傾
向にある。 

◇出水時はポンプを自動停止させる。 
期待される 
効果＊1 

◇除去率は、目標を達
していないが、右表
のとおり得られてい
ることから、水質浄
化効果の可能性が伺
える。 

◇ただし、一時的に
(H11-14)除去率が低
下している。またCOD
は除去率が低い。 

◇植生は、建設当初がヨシのみであったが、時間経過とともに、多様化している。また、
サギ類、カモ類、セキレイ類等の鳥類や、マシジミ等の底生動物が確認されており、
生物の生息場としての機能も果たしている可能性が伺える。 

◇生息するシジミ等を住民が獲りにきており、住民等の参加が見られている可能性が伺
える。 

配慮すべき点＊1 ◇除去率が低下する（マイナスになる）ことが見られる。その要因は、ヨシ枯死体等の
有機物や流入SSの堆積により、滞留時間減少、リン等の溶出、懸濁成分の遊離・浮
上などが考えられる。 

◇このため、堆積物の除去、干し上げ、ヨシ焼きなどの維持管理を試行的に進めている。 
◇すなわち、施設内にヨシ枯死体や流入SSの堆積を抑制するための適切な維持管理が
課題となる。 

※堆積物の除去後は、除去率が大きく改善された(下図)が、干し上げはヨシ枯死体が地
表を覆っていたため、十分な効果が認められなかった。 

→干し上げに際しては、ヨシ枯死体を除去した上で行うことが課題と考えられる。 
◇このほか、外来種(アメリカザリガニ等)の生息が課題である。 
 
 
 
 
 
 
 

本事例の対策を 

講じる際のﾎﾟｲﾝﾄ 

(○：効果、△：課題) 

○SS、TN、TPの除去効果の可能性が伺える。△CODは除去率が低い。 
○生物の生息場、人と自然の触れ合いの場(住民等の参加の場)としても機能している可
能性が伺える。 

△施設内でのヨシ枯死体や流入 SS の堆積を抑制するための適切な維持管理(堆積物の
除去、干し上げ、ヨシ焼きなど)を図り、水質浄化機能の維持が必要。 

△外来種(アメリカザリガニ等)の生息。 
本事例は、流入水の水質浄化や生物生息場の創出、住民等の意識高揚などを期待する
場合に参考となる。ただし、水質浄化効果の維持や外来種生息の抑制を図るための適切
な維持管理が必要である。 

参考文献 ＊1：(財)河川環境管理財団河川環境総合研究所(2007.12)「植生浄化施設計画の技術資
料[2007 年版]」(財)河川環境管理財団(現在,(公財)河川財団), 河川環境総合研
究所資料第26号,PPV-31～37.,PPⅣ-39～40. 

[底質TP含有量] 

[水質TP除去率] 
■：堆積除去区 
■：対照区 

2.2 各事例の詳細 
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事例No.(2-2)  
対象地・種類等 ◇霞ヶ浦・山王川―植生浄化― (主体：国土交通省)＜実験施設＞ 
目的＊1 ◇霞ヶ浦の流入支川からの流入汚濁負荷削減の検証実験。 
概要(手法等)＊1 ◇流入支川(山王川)に植生浄化施設を設け(本

編 2.1の手法)、流入汚濁負荷削減を図る。 
◇植生は主にヨシ(刈取り有無)、マコモ、オオ
フサモ等を使い、比較実験を行っている。 

◇取水方式はポンプを使用し、出水時も通常ど
おり取水する。 

 
 
 
 
 
 
 

期待される 
効果＊1 

◇除去率は、下表のとおり得られていることから、水質浄化効果の可能性が伺える。 
◇オオフサモ＊2ケースでは、遮光機能による植物プランクトン発生抑制効果の可能性が
伺える(図1)。 
 
 
 
 
 
 

配慮すべき点＊1 ◇ヨシ槽では、経年的に除去率の低下が見られ
る(特に、刈取り・干し上げを行っていない
場合)。(図2) 

◇刈取り後は除去率が向上し、負の値を示す所も
低減した(図3)。 

◇干し上げ後、リン除去量(減少量)が改善されて
いる(図4)。 

◇すなわち、時間経過とともに、ヨシ枯死 
体や流入 SS の堆積などに伴
い、嫌気化によるリン等の溶
出などが見られることから、
堆積物の除去、干し上げ、ヨ
シ刈りなどの適切な維持管
理が課題である。 

 
 
 
 
 
 
 
 

本事例の対策を 

講じる際のﾎﾟｲﾝﾄ 

(○：効果、△：課題) 

○SS、BOD、COD、TN、TPの除去効果の可能性が伺える。△CODは除去率が低い。 
△堆積物の除去、干し上げ、ヨシ刈りなど適切な維持管理を図り、水質浄化効果の維持
が必要 
本事例は、流入水の水質浄化などを期待する場合に参考となる。ただし、水質浄化機
能の維持を図るための適切な維持管理が必要である。 

参考文献 ＊1：(財)河川環境管理財団河川環境総合研究所(2007.12)「植生浄化施設計画の技術資
料[2007 年版]」(財)河川環境管理財団(現在,(公財)河川財団), 河川環境総合研
究所資料第 26号,PP97～104.(図 1:PPⅢ-16,図 2:PPⅣ-31,図 3：PPⅣ-34,図 4:PP
Ⅳ-37) 

＊2：図 1は平成13年に行われた調査結果であり、現在（平成16年以降）、オオフサモは外来種（外来生物法で特定外来
種として指定）であることから、在来種へ影響を及ぼす懸念がある。 

図2 リン減少濃度の経時変化 

＜構造概念図＞ 

図1 Chl-aの状況＊2→ 

図4 干し上げ
後のリン減少濃
度経年変化 

図3 除去率経年変化(刈取り有無比較) 
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事例No.(2-3)  
対象地・種類等 ◇渡良瀬遊水池―植生浄化― (主体：国土交通省) 
目的＊1 ◇遊水池流入部に設置し、湖内の汚濁負荷削減を図る。 

◇Chl-aの削減(流入水90μg/L→50μg/L)を目指す。 
◇このほか、ヨシ原の湿地環境復元や環境教育の場の創出を目的とする。 

概要(手法等)＊1 ◇植生浄化施設(本編 2.1の手法)
により湖内の汚濁負荷削減を
図る。 

◇植生は、主に自生のヨシ原（植
付けせず）を使う。 

◇取水方式はポンプを使用して湖
水を取水し、流入水路を経て施
設へ流入する。処理後は湖へ還
元する。 

◇稼働期間は5月～10月を対象で
ある。 

 
 
 

期待される 
効果＊1 

◇除去率は、右図のとおり、TP や
Chl-a において得られていること
から、水質浄化効果の可能性が伺
える。 
◇特に平成14年以降は、施設を改良
したことから、安定的な除去率を
得ていた。 
 

配慮すべき点＊1 ◇供用当初（平成14年度以前）は、西ブロックにて短絡流が生じていたため、適切な
滞留時間を確保できなかったことから、除去率が低くなっている。しかし、平成14
年度以降は、畦を設ける施設に改良したため、滞留時間を向上させたことから、安
定的な除去率を得ている。→滞留時間を確保できる施設にすることが課題である。 

◇植生の適切な繁茂状況を維持するため、ヨシ焼きによる植生管理を行っている。ただ
し、ヨシ焼きで生じた灰が河川へ流出しているので、その影響が懸念される。 

→適切な維持管理が課題である。 
 

本事例の対策を 

講じる際のﾎﾟｲﾝﾄ 

(○：効果、△：課題) 

○ある程度のSS、TPの除去効果の可能性が伺える。 
△植生の適切な繁茂状況の維持、施設の老朽化対応など、適切な維持管理が必要である
とともに、その管理の継続、それを実現するための工夫・体制も必要である。 

 
本事例は、湖内の水質浄化などを期待する場合に参考となる。ただし、水質浄化効果
の維持を図るための適切な維持管理の実施及びその継続が必要である。 

参考文献 ＊1 :(財)河川環境管理財団河川環境総合研究所(2007.12)「植生浄化施設計画の技術資
料[2007 年版]」(財)河川環境管理財団(現在,(公財)河川財団), 河川環境総合研
究所資料第26号,PP42～48. 

 

図2 除去率(TP,Chl-a)の経年変化 

H14年以降・施設改良後 
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事例No.(2-4)  
対象地・種類等 ◇手賀沼―植生浄化(ビオトープ)― (主体：千葉県) 
目的＊2 ◇湖岸に設置し、湖内の汚濁負荷削減を図る。 

◇このほか、自然環境に関する学習、啓発の場の創出を目的とする。 
概要(手法等) ◇湖岸に植生浄化施設(ビオトー

プ(本編 2.1 の手法))を設け、
湖内の汚濁負荷削減を図る＊2。 

◇植生は、ヨシが主に見られ、そ
の他、多種多様な植生が混在す
る＊1。 

◇取水方式はポンプを使用して湖
水を取水し、処理後は湖へ還元
する＊1。 

期待される 
効果 

◇ SS、COD、TN、TPは流下方向に伴って減少
していることから、ビオトープによる水質
浄化効果の可能性が伺える＊1。 
◇ただし、COD、TN、TPは溶存態が横這いのた
め、除去されているのは懸濁態がほとんど
であると考えられる（懸濁態の沈降）＊1。 

◇動植物の生息場として機能している。植物の
場合60科246種(H23年)が見られている＊2。 

◇植生観察を主体とした活用のほか、住民参加によるイベント等(植栽、体験水田、観
察会等)も行われており、環境学習・意識高揚の場としての機能を有する可能性が伺
える＊2。 

配慮すべき点 ◇クズ等のツル性草本の増加に伴う景観や親水性への影響、特定外来生物（アレチウ
リ、オオフサモ）の繁茂＊3などが見られる。このため、定期的な植生の刈取りを行
っているほか、手作りゾーンでは専門家のアドバイスを受けながら外来種を入れな
いよう努めている＊2。 

→植生の適切な繁茂状況を維持するための植生管理が課題。 
◇底泥の堆積のほか、取水ポンプの劣化・故障等により取水量減少が見られており、
適切な維持管理が課題である＊2。 

◇水位低下及び遷移の進行により高茎草本群落の割合増加に伴う湿生の注目種などの
減少が見られている＊3。現在の水位レベルを上げ、湿生植物群落の拡大を図るなど、
柔軟な運用管理が課題である＊3。 

◇観察ゾーン等の利用低迷。環境学習の場としての利用が少なくないこと＊3から、住
民等による利用促進のための工夫等が課題である。 

 
本事例の対策を 

講じる際のﾎﾟｲﾝﾄ 

(○：効果、△：課題) 

○懸濁態のCOD、SS、TN、TPの除去効果の可能性が伺える。△溶存態の除去率は低い。 
○生物の生息場、人と自然の触れ合いの場(環境学習・意識高揚の場)としての機能を有
する可能性が伺える。 

△湿地の陸化への対応（干し上げ、浚渫等）が必要になる。 
△植生の適切な繁茂状況の維持、施設の老朽化対応などの適切な維持管理、植生に配慮
する柔軟な運用管理が必要である。ただしヨシ等の刈り取り・処分などに伴ってコ
ストがかかる。 

△環境学習・意識高揚の場としての利用を促進するために様々な参加者が集うための工
夫、参加者のニーズにあった取組、参加意欲が湧く工夫などを図ることが必要であ
る。 
本事例は、湖内の水質浄化、住民の意識高揚などを期待する場合に参考となる。ただ
し、水質浄化機能の維持を図るための適切な維持管理や、水位変動がある場合は、植生
に配慮する柔軟な運用管理が必要である。 
 

参考文献 ＊1：木内浩一(2001)｢手賀沼ビオトープ（植生浄化施設）の浄化能について｣水処理技
術Vol42 No5 2001,PP7～13． 

＊2：千葉県環境生活部水質保全課湖沼浄化対策室への聞き取り 
＊3：我孫子市(2010)｢手賀沼ビオトープ調査報告書｣ 
 

図1 平面概況図＊1に加筆 

図2 縦断方向水質変化(H11.8.31) ＊1 
※調査地点番号は図1の①～④に該当 
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事例No.(2-5)  
対象地・種類等 ◇八田原ダム―植生浄化― (主体：国土交通省) 
目的 ◇ダム湖水質保全を目的とし、芦田川からの流入汚濁負荷削減を図る。 
概要(手法等) ◇ダム湖水が富栄養化することを防ぐ対策の一

つとして＊1、面積約2.2haの植生浄化施設 (本
編 2.1 の手法と同種)がダム湖の最上流地点
の本川左岸沿いに設けられている＊2。 

◇植生はセイタカヨシ(アシ)が使われている＊3。 
◇上流側の取水堰により芦田川より取水し（取
水量 2m3/s）、処理後は芦田川へ自然流下で還
元する＊3。 

期待される 
効果 

◇流入及び流出水質(TN、TP)は、図2のとおり、流入＞流出の傾向が見られており、目
標水質(TN：1.0mg/L、TP：0.1mg/L)を下回ることが多かったことから、水質浄化効
果が認められた＊2。 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇図3は負荷速度（単位面積当たりの流入水質負荷量（流入流量と水質項目の積））と
浄化速度(施設水面の単位面積当たりの水質除去速度（流入水量と浄化水質の積）)
を示したものであり、浄化速度／負荷速度が除去率になる。この結果からTNが負荷
速度2～4g/m2/day、TPが0.15～0.25g/m2/dayで除去率が50％を超えており、効果的
な浄化速度が得られていることがわかった＊2。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◇ただし過年度の調査結果を見ると、2006 年のブロック④では底泥からの巻き上げ、
溶出等により、TPで流出口の方が流入口より高い濃度になっていた＊1。また2007年
のブロック②では流出口のDOが2～4mg/Lまで低下している時期が見られていた＊1。 

配慮すべき点 ◇水質浄化効果が見られるが、DO の低下や底泥からの巻き上げ、栄養塩類等の溶出に
より流出水質が流入より高くなることがあるため、そのような影響を低減するため
の適切な植生の維持管理が課題である。 

本事例の対策を 
講じる際のﾎﾟｲﾝﾄ 
(○：効果、△：課題) 

○TN、TP等の除去効果の可能性が伺える。 
なお、負荷速度に着目することが計画等の検討などで効果を把握する(目標の設定等
を行う)際の手法の一つになる可能性があると考えられる。 

△水質浄化効果持続のための適切な植生の維持管理が課題であり、DO の低下や底泥か
らの巻き上げ、栄養塩類等の溶出の低減に配慮が必要であると考えられる。 
本事例は、流入河川の水質浄化などを期待する場合に参考となる。ただし、水質浄化
効果の維持を図るための適切な維持管理が必要であると考えられる。 

参考文献 ＊1：北田弘明・尾島勝・津田将行(2008)｢八田原ダム植生浄化施設における水質浄化実
験｣土木学会,中国支部研究発表概要集 Vol.60,PPⅡ-36. 

＊2：竹澤克裕・尾島勝・津田将行(2009)｢八田原ダム植生浄化施設における水質浄化に
関する実験的研究｣土木学会,中国支部研究発表概要集 Vol.61,PPⅡ-16. 

＊3：尾島勝・新居健太郎・山崎恭子(2004)｢八田原ダム植生浄化施設における現地実験｣
(財)日本産業科学研究所,研究報告 第12号,PP11～21. 

図1 平面概況図 

図2 流入及び流出水質(左：TN、右：TP、2008年の平均値) ＊2 

図 3 流入負荷速度と浄化速度(左：TN、右：TP、2008年) ＊2 
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事例No.(2-6)  
対象地・種類等 ◇土浦ビオパーク・霞ヶ浦湖岸―植生浄化― (主体：国土交通省) 
目的＊1 ◇霞ヶ浦湖岸に設置し、湖内の汚濁負荷削減(水質浄化機能)、及び親水公園としての人

と自然の触れ合い活動の場の機能を図る。 
※第6回世界湖沼会議環境フェアーの一拠点としてPR用に設置されたものである。 
◇SSが約70％、Chl-aが約60％、NPが約20～40％の削減を、透視度が50～100cm確保
を目指す。 

概要(手法等)＊1 ◇湖岸に植生浄化施設(本編 2.1の手法)を設け、湖内の汚濁負荷削減を図るとともに親
水公園としても活用する。 

◇植生は、主にクレソン、セリ、
クウシンサイ等を使い、植物
プランクトンが溜まりやす
いように根が細かく横へ広
がっている(図2)。 

◇取水方式はポンプを使用し、
処理後は湖へ還元する。 

 
 
 
 
 
 

期待される 
効果＊1 

◇除去率は、右表のとおり、SSやTP
に対して得られていることから、
水質浄化効果の可能性が伺える
る。 
◇ただし、COD、TNは除去率が低い。 
◇食用となるクレソン等を住民が採
取しているほか、植生の堆肥化に
も使われている。 
→住民参加の場としての機能が見ら
れている可能性が伺える(図3)。 
 
 

配慮すべき点 ◇水質浄化効果や住民参加としての機能が見られていたが、平成21年秋季に閉鎖され
ることとなった。 

◇自然浄化対策では、持続的に運用していくことが重要であり、そのためには、植生の
適切な繁茂状況の維持、施設の老朽化対応など、適切な維持管理が必要であるとと
もに、その管理の継続、それを実現するための工夫・体制(コスト縮減の中で如何に
継続していくか)が課題であると考えられる。 

 
本事例の対策を 

講じる際のﾎﾟｲﾝﾄ 

(○：効果、△：課題) 

○SS、TPの除去効果の可能性が伺える。△COD、TNは除去率が低い。 
○人と自然の触れ合いの場(住民等の参加の場)としての機能が見られる可能性が伺え
る。 

△植生の適切な繁茂状況の維持、施設の老朽化対応など、適切な維持管理が必要である
とともに、その管理の継続、それを実現するための工夫・体制も必要である。 

 
本事例は、湖内の水質浄化や住民等の意識高揚などを期待する場合に参考となる。た
だし、対策の継続が容易ではないということを示していることから、適切な維持管理の
実施を図りながら対策を継続していくことが課題であると考えられる。 

参考文献 ＊1 ：(財)河川環境管理財団河川環境総合研究所(2007.12)「植生浄化施設計画の技術
資料[2007年版]」(財)河川環境管理財団(現在,(公財)河川財団), 河川環境総合
研究所資料第26号,PPⅤ-38～41. 

 

図3 住民参加の様子 

図2 施設イメージ図 
図1 施設平面図 
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事例No.(2-7)  
対象地・種類等 ◇霞ヶ浦・山王川―土壌・植生浄化― (主体：国土交通省)＜実験施設＞ 
目的＊1 ◇霞ヶ浦の流入支川からの流入汚濁負荷削減(水質浄化機能)の検証実験。 

◇目標水質は、TN、TPの除去率を50％と設定 
概要(手法等)＊1 ◇流入支川(山王川)に土壌・植生浄化施設(本編 2.2

の手法)を設け、流入汚濁負荷削減を図る。 
◇植生は主にヨシを使い、透水材には礫、黒ボク土、
休耕田土壌等を設け、比較実験を行っている。 

◇ただし、礫や人工メディアでは、溶解性リンの浄
化効果が期待できないため、後段にリン吸着材を
設けている。 

◇出水時は通常とおり取水させる。 
 
 
 
 
 

期待される 
効果＊1 

◇例えばヨシ+黒ボク土のケー
ス（右表）のように、除去率
が得られており、水質浄化機
能の可能性が伺える。 
 
 
 
 

配慮すべき点＊1 ◇通水開始から約2年で嫌気化による2価鉄イオンが見
られるようになっており、干し上げ後に鉄イオンが
減少している(図 2 中の青色線)。これに対し、干し
上げを行っているケース(図 2 中の緑色線)では 2 価
鉄イオンが見られていない。このように時間経過と
ともに、夏季に鉄の溶出が見られたるため、干し上
げにより改善が必要。 

◇また、時間経過とともに、溶解性リンの土壌吸着能力
が低下し、リンの除去率が小さくなっていた(図 3 の
赤色線)。 

 
 
 
 
 
 
◇すなわち、時間経過とともに、ヨシ枯死体や流入 SSの堆積などに伴い、土壌表面目
詰による透水性低下、嫌気化による鉄やリン等の溶出などが見られることから、堆
積物の除去、干し上げ、ヨシ刈りなどの適切な維持管理が課題である。 

 
本事例の対策を 

講じる際のﾎﾟｲﾝﾄ 

(○：効果、△：課題) 

○SS、BOD、COD、TN、TPの除去効果の可能性が伺える。 
△堆積物の除去、干し上げ、ヨシ刈りなど適切な維持管理を図り、水質浄化効果の維持
が必要 

 
本事例は、流入水の水質浄化などを期待する場合に参考となる。ただし、水質浄化効
果の維持を図るための適切な維持管理が必要である。 

参考文献 ＊1：(財)河川環境管理財団河川環境総合研究所(2007.12)「植生浄化施設計画の技術資
料[2007 年版]」(財)河川環境管理財団(現在,(公財)河川財団), 河川環境総合研
究所資料第26号,PP105～111. (図 2:PPⅣ-61,図 3：PPⅣ-54) 

 

＜構造概念図＞ 

図2 Fe2+経時変化 

図3 リン除去率経時変化 
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事例No.(2-8)  
対象地・種類等 ◇諏訪湖 ―ヒシ試験刈り取り― (主体：長野県) 
目的＊1 ◇近年、著しく繁茂するヒシが船舶航行の障害，腐敗時の悪臭などの要因になっている

ことから、平成19年にヒシ除去の試験施工を行った。 
◇本事例は、その試験施工後のヒシ帯、ヒシ除去帯および湖心の水温、濁度および流速
の観測結果を検討し，ヒシの試験刈り取りが水塊構造に及ぼす影響を把握すること
を目的としていた。 

概要(手法等)＊1 ◇湖岸に繁茂するヒシを除去する。本事例では、除去による環境変化を把握するた 
め、除去していないヒシ帯を対照区とし、除去区との比較を行っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

期待される 
効果＊1 

◇除去区の方が対照区より濁度が低い(透
明度が大きい)傾向にあった(図 2)。こ
のことから刈り取りによる濁度の低減
が見られていると考えられる。 
◇これは、対照区が運ばれてきた懸濁粒子
を捕捉しやすいこと、ヒシの異常繁殖に
伴って対照区で作られる有機的な懸濁
物が多いことによる可能性が考えられ
る。 
◇このほか、刈り取り後の植生の利用として、肥料化等を見込むと、資源活用の効果も
期待できる＊2。 

配慮すべき点＊1 ◇ヒシ等の異常繁殖は、船舶航行の障害，腐敗時の悪臭などの要因になっていること
から、適切な植生の維持管理が課題となる。 

◇ただし、刈り取り後の植生の利用(資源活用)が課題となる。 
 

本事例の対策を 

講じる際のﾎﾟｲﾝﾄ 

(○：効果、△：課題) 

△ヒシ等の異常繁殖を抑制するための適切な植生の維持管理が必要である。 
→○異常繁殖している植生を刈り取ることにより、水質や船舶航行の障害，腐敗時の悪
臭などの問題改善が期待される。 

△刈り取り後の植生の利用(資源活用)を見込むには、需要の確保・拡大が必要である。 
 
本事例は、ヒシ等の異常繁茂が水質などへ影響を及ぼすことから、異常繁殖を抑制す
るための適切な植生の維持管理が必要である。このため、植生の異常繁茂による問題を
低減することや、植生刈り取りに伴う湖内の水質浄化などを期待する場合に参考とな
る。ただし、効率的・効果的に対策を講じるためには、刈り取り方法、刈り取り後の利
用(需要の確保・拡大等)の検討が課題となる。 
 

参考文献 ＊1：豊田政史・加藤宏章・今井晶子・宮原裕一(2011.2)｢諏訪湖におけるヒシの試験刈
り取りが水塊構造に及ぼす影響｣水工学論文集 第 55 巻 2011 年 2 月,PP 
1465-1470. 

＊2：諏訪湖の湖沼自然浄化活用事業（前述事例No(1-5)） 

 

図1 位置図と平面概況図 

図2 濁度経時変化図 
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事例No.(2-9)  
対象地・種類等 ◇東郷池 ―水草刈り取り・肥料化の実験― (主体：鳥取県) 
目的＊1 ◇近年、ホザキノフサを主とする沈水植物の異常繁茂が見られていた。 

◇このため、東郷池では、ホザキノフサモ等の水草を刈り取り、肥料化して農地に有効
利用すること(資源活用の効果)により、栄養塩類を湖外へ持ち出す取組（水質浄化
効果）が行われている。またその取組を通じ、環境教育の場としての機能を発揮す
ることも期待している。 

◇本事例は、地域住民・事業者・行政の協働による浄化活動の一環として行われている。 
概要(手法等)＊1 ◇東郷池の水草分布状況は図1に示すとおりである。 

◇水草は、平成20年に約5t、21年に約3.3t、22年に約2ｔの量を
刈り取り、その刈り取った水草を乾燥して肥料や土壌改良材とし
て利用した。 

◇また、刈り取った水草の窒素、リン酸、カリウムの含有量を分析
した。 
 

 
 

期待される 
効果 

◇刈り取った水草については、表1に示すとおり栄養塩類等が含まれており＊1、これら
が湖外へ持ち出されることにより、湖内の水質浄化効果の可能性が伺える。 
◇その窒素、リン酸の含有量は、主な有機質肥料と比較して同程度のものであった。 
このため、刈り取り後の植生の利用として、肥料化等を見込むと、資源活用の効果が
期待できる。 
◇ただし、湖への流入汚濁負荷量と比較すると、平成20年の場合、窒素で0.06日分、
りんで0.3日分と換算される＊1。 
◇このため、本対策による水質浄化の効果は、この対策だけで湖全体を対象とするもの
というよりは、湖沼水質保全実現の一部を担う対策の位置づけにあると考えられる。 
 

表1 刈り取り後水草・緑肥・有機質肥料の窒素、リン酸等の含有量＊1 
 窒素 

N(％) 
リン酸 
P2O5(％) 

カリウム 
K2O(％) 

苦土 
MgO(％) 

刈り取り後水草 2.62 1.59 3.17 1.62 
緑肥作物平均 1.9 0.5 2.3 0.5 
有機質肥料平均 3.3 2.6 1.9 0.8 
※緑肥作物、有機質肥料は、｢神奈川県作物肥料施用基準－肥料成分表｣を基に算出。 
※緑肥作物は、レンゲ、ソルゴー、イタリアンライグラス、トウモロコシが対象 
※有機質肥料は、稲わら、もみがら、牛糞、豚糞、鶏糞、魚かす、菜種油かす、大豆油かす、加工家き
ん糞、カニ殻、米ぬかが対象 

配慮すべき点＊1 ◇刈り取り量は平成 20 年の刈り取り開始以降、毎年減少している。沈水植物の生育量
が減少したのか、刈り取りによる効果と考えるべきなのか、今後の推移が注目され
る（引き続きモニタリングが必要）。 

本事例の対策を 

講じる際のﾎﾟｲﾝﾄ 

(○：効果、△：課題) 

○植生除去により含まれる栄養塩類の湖外への持ち出しに伴う水質浄化が期待される。 
△ただし、湖沼水質保全実現の一部を担う対策の位置づけであり、この対策だけで湖全
体を改善することは困難。 

○刈り取り後の植生の利用による資源活用の効果が期待できる。 
△水草の繁茂状況などモニタリングを行いながら、その状況に応じ順応的に対応を進め
ていくことが必要である。 

 
本事例は、植生の異常繁茂による問題を低減することや、植生刈り取りに伴う湖内の
水質浄化、未利用資源(肥料等)の活用、環境教育の推進などを期待する場合に参考とな
る。ただし、対策実施中・実施後もモニタリングを行いながら、その状況に応じ順応的
に対応を進めていくことが必要である。 

参考文献 ＊1：(財)河川環境管理財団・河川環境総合研究所(2011.3)｢我が国の湖沼での沈水植物
の再生及び利活用に関する資料集｣(財)河川環境管理財団(現在,(公財)河川財
団),河川環境総合研究所資料第30号,PP7-1～19. 

 

図1 水草分布図 
(平成21年8月) 
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事例No.(2-10)  
対象地・種類等 ◇木浜内湖―ホテイアオイの異常繁茂抑制対策の調査・検討―(主体：滋賀県)  
目的＊1 ◇平成15年に木浜内湖で異常繁殖したホテイアオイは、水質を悪化させるとともに、

フナの酸欠死等の問題を引き起こした。 
◇このため、本文献は、水草の発生抑制となる水質レベルまでの改善を目指すものでは
ないが、水面一面を覆い尽くしたホテイアオイを除去・抑制することにより、それ
らの問題低減を図ることを目的としている。 

概要(手法等)＊1 ◇本事例は対策を検討した事例である。 
◇ホテイアオイの異常繁茂に伴う問題点・課題の整理と対策の必要性の提示。 
◇水質調査等の実施時に兼ねて、ホテイアオイの株を見つけたら除去する試行を行うと
ともに、早期の定期的な除去の有効性を考察している。 

期待される 
効果＊1 

◇ホテイアオイは、栄養塩類吸収能力の高さ※や、遮光により植物プランクトン光合成
を抑制しやすいことから、水質浄化効果が期待できるが、その反面、貧酸素化など
の問題点(図 1)も兼ねている。 
※木浜内湖でホテイアオイの異常繁殖初期は、窒素やリンが低下している＊2。 
ホテイアオイを除去することにより、異常繁茂に伴う諸処の影響（貧酸素化などの問
題点）低減が期待できる。 
◇除去後のホテイアオイは、肥料等での利用(資源活用の効果)が期待できる。 

配慮すべき点＊1 ◇ホテイアオイの異常繁殖初期は、窒
素やリンが低下したが、しばらくし
て底層が無酸素状態に陥ったことか
ら、底泥からの溶出により T-N が 4 
mg/L、T-P が 0.25mg/Lと高い数値を
示していた。 

→水面を覆い尽くすホテイアオイは、
水面を通じた大気からの DO 供給の
抑制、流況阻害、枯死体の分解によ
るDO消費・栄養塩の蓄積、底泥から
の栄養塩の溶出等の問題点を起こし
ていることが懸念されている。 

◇ホテイアオイは、繁殖力が強い外来
種であるため、生物生態系への影響
が懸念される。 

◇また、ホテイアオイが風により吹き
寄せられ、囲まれた網生け簀内のフ
ナが酸欠死する現象が見られた。 

◇以上のことから、ホテイアオイに関して 
刈り取り等による適切な植生管理、刈り取り後の植生利用(資源活用)が課題となる。 
◇また、ホテイアオイの除去については、成長率の大きい7 月（～9月）を迎える前(ホ
テイアオイが問題を引き起こす前)に株の状態で除去しておくことが有効であるこ
とから、効率的な刈り取り手法(早期の段階での定期的な除去)に留意することが課
題となる。 

本事例の対策を 

講じる際のﾎﾟｲﾝﾄ 

(○：効果、△：課題) 

○ホテイアオイの刈り取り及び刈り取り後の植生利用により、貧酸素化に伴う問題低減
や湖内栄養塩の湖外への持ち出しに伴う水質浄化効果、外来種駆除や魚類酸欠死抑
制に伴う生物生息場の改善、肥料等としての利用に伴う資源活用の効果が期待でき
る。 

△ただし、効率的な刈り取り手法への留意、刈り取りの実現化が課題となる。 
本事例は、ホテイアオイ等の異常繁茂が水質や魚類などへ影響を及ぼすことから、異
常繁殖を抑制するための適切な植生の維持管理が必要であることを示している。このた
め、植生の異常繁茂による問題を低減することや、植生刈り取りに伴う湖内の水質浄化
などを期待する場合に参考となる。ただし、効率的・効果的に対策を講じるためには、
刈り取り方法、刈り取り後の利用の検討が課題となる。 

参考文献 ＊1：上野邦雄(2005)「木浜内湖におけるホテイアオイの異常繁茂の障害と抑制対策に
ついて」国土交通省近畿地方整備局,平成17年度国土交通省近畿地方整備局管内
技術発表会資料,環境・景観部門No.13. 

＊2：(社)農村環境整備センター(1995.8)「農村に適した水質改善手法」PP98. 

DO(底層：湖底上0.2m) 

DO(上層：-0.5m) 

図 1 木浜内湖のホテイアオイ 

異常繁茂に伴う問題点の状況 
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事例No.(2-11)  
対象地・種類等 ◇ハス群落管理対策（刈り取り）の事例を整理した文献＊1の紹介（１／２） 

目的 ◇ハスの異常繁殖は、船舶の航行阻害をもたらすほか、生産性が高く拡大速度が大きく、
他の水生植物の生育阻害をもたらし、生態系の多様化を損ねるおそれがある。また
ハスは、浮葉により水面を覆うので貧酸素化現象（底層は無酸素化状態）が生じる
ほか、秋季～冬季に一斉に枯死するため、その枯死体の堆積に伴う水質悪化をもた
らす。これらの影響を低減するためにハス対策を講じることが挙げられる。 

※ハス群落管理手法をとりまとめた知見も乏しいことから、ここではその事例を整理し
ている文献を紹介する。 

概要(手法等) ◇国内でのハス管理対策（下表）は、地方自治体やNPO団体等の個々の団体が独自に行
っている場合が多い。 

 
表1 国内でのハス管理対策事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

期待される 
効果 

◇ハスの異常繁茂に伴う影響（貧酸素化現象、他の水生植物の生育阻害、船舶の航行阻
害等）の低減 

◇刈り取り後のハスの利用 
○刈り取り後のハスは、バイオマスとしての利用が見込まれる。伊豆沼、内沼ではハス
を堆肥化して農家に配布しており、土浦市の穴塚大池も堆肥化利用している。しか
し、多くの団体では、刈り取り後のハスを廃棄物として処分している。 

○国内湖沼の大半のハス群落は食用ではなく、観賞用の栽培品種が自生していることが
多いので、レンコンが小さく採取に労力を要し、持続的な食用利用として適してい
ない。 

○その他の利用としては、伊豆沼、内沼で植物体から和紙の製作、荒川ハス園でハスの
葉身から茶葉や線香の製作などが行われている。 

○今後、刈り取り後のハスの利用を容易にする技術開発が必要である。またハスには薬
効効果が見込まれるので、健康食品等の新たな産業展開などに貢献できる可能性が
考えられる。 
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事例No.(2-11)  

対象地・種類等 ◇ハス群落管理対策（刈り取り）の事例を整理した文献＊1の紹介（２／２） 

配慮すべき点 ◇ハスの刈り取り作業は、効果をもたらすまでに負担が大きく、持続的に行っていくこ
とが重要である。このため、効果的・効率的なハスの刈り取り手法の検討が必要で
ある。以下に事例を紹介する。 
 
○ハスの刈り取りでは、地下茎を刈り取ることが群落の縮小という面で有効的であ
る。ただし、地下茎は底泥表面から30cm以深に存在するため、深部での地下茎刈
り取りには、潜水士が必要になるなど、労力が嵩む。このため、水面付近の葉柄、
葉身、花托を刈り取る例がある。 

○刈り取り時期は、7～8 月に行うことにより完全に群落を消失させることができ、
琵琶湖・赤野井湾でも6月、8月に刈り取った結果、翌年の新芽抑制効果が見られ
ていた。しかし、その時期は群落が繁茂するため、刈り取り作業の負担が大きく、
立葉前の4～6月や枯死体堆積低減のために秋季～冬季に行う例も多い。 

○またハスは冠水すると窒息により枯死することが見込まれ、伊豆沼、内沼では 4
日間の冠水で群落全体が消失した(1980年、1998年)。 

○ハス生育域拡大を抑制する対策として、柵（金網等）の設置も有効であると考え
られる。 

 

本事例の対策を 

講じる際のﾎﾟｲﾝﾄ 

(○：効果、△：課題) 

○ハスの異常繁茂に伴う影響（貧酸素化現象、他の水生植物の生育阻害、船舶の航行阻
害等）の低減が見込まれる。 

○刈り取り後の植生の利用による資源活用の効果が期待できる。 
△ただし、刈り取り作業の負担が大きいので、効果的・効率的なハスの刈り取り手法を
検討しつつ、継続的に行っていく必要がある。 

 

本事例は、湖内の植生（ハス等）が異常繁茂したときの影響低減を図る対策を講じた
いときに参考となる。 

備考 ＊1：平塚智子・山室真澄(2013)「国内におけるハス群落管理対策の事例」水草研究会,
水草研究誌No99,PP38～39. 
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第３章 住民等が参加した湖沼の水環境保全の取組事例              

 

湖沼の水環境保全の取組を持続させ効果を十分に発揮させていくためには、行政だけではな

く、湖沼に関わる農家や住民、NPO 団体など、様々なステークホルダーの協働・連携が不可欠

である。 

また、取組の効果は、水質浄化だけでなく、人と自然の触れ合いの場の提供、取組を通じて

の住民の意識高揚の促進が見込まれる。 

このことから、取組を通じて湖沼環境を保全・再生する意識を高揚させるとともに、自身の

生活や地域環境を守るための参加・協働・連携の必要性を浸透させることが重要となる。 

 

このことを踏まえ、住民等の参加により湖沼の水環境保全の取組事例、住民の意識高揚を図

り参加・協働を促している事例について、文献や既往報告書、自治体等の管理者を対象に人々

の取組方（取組姿勢）などの情報に関する事例調査（ヒアリング調査（書面））などから整理

を行い、その手法や効果、課題を取りまとめた（表3-1）。 

なお、取組については、主に①イベント等の開催、②環境学習、③啓発物等の配布、④コン

クール等の募集・表彰等の実施、⑤交流会等の実施、⑥環境活動への助成・協働、支援・連携

等に区分して整理した。 

 

取組の効果については、表3-1に示す事例を見ると、多くの参加者が見られ、継続性があり、

反響が大きい例が多かった。また、住民が湖沼環境への関心を持つきっかけになったり、住民

の理解促進、意識高揚につながっているという例が多かった。 

ただし、問題点・課題としては、全般的に様々な参加者が集うための工夫、参加者のニーズ

にあった取組、参加意欲が湧く工夫などが多く挙げられていた。 

今後、住民の意識高揚、参加・協働・連携を促進するには、取組に関わる住民が興味を持つ

企画、広範な広報など、企画力や情報発信力の向上、活動できる人材の育成（指導者・技術者

含む）が重要である。 
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(1)イベント等の開催に関する課題 

◇幅広い住民参加を促す企画・広報、魅力あるプログラム作成及び効果的な広報 

→企画力や情報発信力の向上 

◇参加意欲を駆り立てる工夫 

◇参加者の意見・要望の聴取と行政のできる範囲での擦り合わせ 

◇インターネット等を活用した幅広い情報発信 

※前田ら(2009)によると、参加者の年齢層が高齢になると、インターネット利用率が低下

することから、自治会の回覧板などのような古典的な情報発信メディアが有効であった

りすることがある。すなわち、情報発信メディアは、ターゲットとする参加者の年齢層

等を考慮しながら選定する必要がある。 

など 
*前田恭伸・森保文・伊藝直哉ほか(2009)｢環境ボランティア獲得のための情報提供システム｣環境科学会年会一般講
演・シンポジウム・プログラム 巻 2009,PP166-167. 

 

(2)環境学習に関する課題 

◇個々に対応した学習機会の充実 

◇年齢層に応じた学習体制の充実 

※小学校低学年向け、中高校生向けなど、使い分けた学習プログラム、機会の充実 

◇指導者の人員確保 

◇興味を持ってもらえる学習メニュー→企画力の向上 

◇継続的な参加の促進 

など 

(3)啓発物等の配布に関する課題 

◇利用定着に向けた取組    など 

※特に植生刈り取り後の水草堆肥等を配布することは、バイオマスの材料としての利用、

刈り取り維持管理の持続性促進、住民等の意識高揚などの効果が見込まれる。ただし、

そのような堆肥（配布物）の利用を定着させるには、質の向上、コスト縮減、幅広い周

知等に向けた取組が必要である。 

 

(4)コンクール等の募集・表彰等の実施に関する課題 

◇対象者が幅広くなく限られるケースが見られているので、幅広い募集・参加の促進     

など 

※市町村によっては、学校への通知が届いていないなどが見られる。 

→情報発信力の向上、情報伝達系統の充実。 

 

(5)交流会等の実施に関する課題 

◇参加者の固定化、新規参加者の少数化の解消       など 

※幅広い住民参加を促す企画・広報、開催の周知徹底→企画力や情報発信力の向上 
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(6)環境活動への助成・協働、支援・連携等に関する課題 

◇活動できる人材の育成（指導者・技術者含む） 

◇活動団体の幅広い参加（年齢層の偏り解消）、新規参加者の増加の促進 

※一定の参加者を得て継続的に実施されており、年齢も小学生や老人に偏りやすい。 

このため、幅広い参加を促す企画・広報、制度の周知徹底→企画力や情報発信力の向上 

◇団体の活動基盤強化（自主的に活動できるよう基盤強化を図る仕組み） 

など 
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表3-1(1) 住民等が参加している湖沼の水環境保全の取組事例 ＜対応(1)：イベント等の開催＞ 

湖沼 事業名 目的・対象・内容 効果 留意点 取組を促進するためのポイント 

手賀沼 清掃活動 目的：住民の意識高揚 

対象：一般住民 

内容：清掃活動への助成・協働(年1回) 

・活動が継続的に行われており、住民の意識

高揚につながっている。 

－ ・参加する人の意見を聞くことと、行政で

できる範囲のすり合わせが重要。 

佐鳴湖 ヨシ刈りイベントの開催 

 

目的：住民の意識高揚 

対象：一般住民 

内容：水草の植え付け、休耕田再生活動等 

・ヨシ刈り作業の体験による住民の意識高揚 ・より幅広い住民参画を促すための広報が必

要。 

・参加への意欲を駆り立てる工夫が必要(漁協

の協働の下、水産資源の試食体験などの実

施)。 

・流域住民が無意識のうちに水質を悪化さ

せているということへの理解促進と、住

民らが水環境改善のためになにができる

かを自主的に考えてもらうことが重要。 水質調査等の体験イベント 

の開催 

目的：住民の理解促進、意識高揚 

対象：小中学生など 

内容：水質調査の体験学習、住民らによる湖環境の評価

(水辺空間も含めた評価) 

・参加者が多数集う。 

・参加者の感想を踏まえると、湖沼への関心

度高揚が伺える。 

諏訪湖 

 

清掃活動 

美化活動 

 

目的：住民の意識高揚 

対象：小中高学生、一般住民、企業等など 

内容：清掃活動のイベント開催 

・自主的な活動が活発化。これに伴い、住民

意識高揚につながっている。 

・ピーク期と比べ、停滞気味の傾向にある。 ・子供たちへの環境教育の機会の増加。幼

少期から適切に教育することにより、住

民の意識が高く保たれると考えられるた

め。 湖辺親水施設（人工なぎさ等）

を活用したイベントの開催 

 

目的：住民の意識高揚 

対象：一般住民 

内容：湖沼でのイベント開催 

霞ヶ浦 イベント開催 

 

目的：住民の理解促進、意識高揚 

対象：一般住民 

内容：環境学習フェスティバル等の実施 

・参加人数が多く、水質浄化の意識高揚につ

ながっている。 

・魅力のあるプログラムの作成、効果的な広報

が必要。→企画力、情報発信力の向上 

・インターネットを活用した広報など、幅

広に情報を発信していく。 

琵琶湖 西の湖ヨシ刈り体験 

 

目的：住民の意識高揚 

対象：一般住民 

内容：西の湖のヨシの保全、水辺の環境や景観を守る活

動として、ボランティアによりヨシ刈りを実施。 

－ ・イベント等への幅広い継続的な参加の促進 

 

・イベント等を企画するにあたっては、い

かに地域の人に興味を持ってもらい参加

してもらえるかを考えることが重要。 

 

赤野井湾・小津袋クリーン大作

戦 

目的：住民の意識高揚 

対象：一般住民 

内容：湖岸の清掃活動の実施。 

－ 

赤野井湾探検会 

 

目的：住民の理解促進、意識高揚 

対象：一般住民 

内容：水質調査や漁業の体験を行い、赤野井湾の実情を

知る場として開催。 

・楽しかったなどの感想を多く頂いている。 

 

木浜ウォークラリー＆魚つかみ 目的：住民の理解促進、意識高揚 

対象：一般住民 

内容：浄化施設周辺のウォーキング、水生生物の観察、

魚つかみ等の体験学習を実施。 

・浄化施設の果たす役割等について理解を深

めている。 

 

 



 

参 104 
 

表3-1(2) 住民等が参加している湖沼の水環境保全の取組事例 ＜対応(2)：環境学習＞ 

湖沼 事業名 目的・対象・内容 効果 留意点 取組を促進するためのポイント 

八郎湖 出前授業・環境学習 目的：住民の理解促進・意識高揚 

対象：児童(小学生)など 

内容：出前授業や交流会、啓発資料の作成・配付、水生

生物調査等の体験学習など 

・参加者が多く、長期間に渡って継続的に実

施されており、子どもたちの理解促進、意

識高揚につながっている。 

－ 

 

 

手賀沼 出前授業・環境学習 目的：住民の理解促進、意識高揚 

対象：子供など 

内容：水生植物の植栽、協働調査、出前授業の実施 

・活動が継続的に行われており、住民の意識

高揚につながっている。 

－ ・参加する人の意見を聞くことと、行政で

できる範囲のすり合わせが重要。 

諏訪湖 環境学習 目的：住民の理解促進、意識高揚 

対象：小学生 

内容：副読本等の作成・配布、環境学習の実施 

・自主的な活動が活発化。これに伴い、住民

意識高揚につながっている。 

・ピーク期と比べ、停滞気味の傾向にある。 ・子供たちへの環境教育の機会の増加。幼

少期から適切に教育することにより、住

民の意識が高く保たれると考えられるた

め。 

 

霞ヶ浦 

 

環境学習等推進事業 

 

目的：住民の理解促進、意識高揚 

対象：一般住民 

内容：環境体験学習、出前講座、野外講座、自然観察会

等の実施 

・環境学習を実施する学校、団体の増加。 

・多くの学ぶ機会により、霞ヶ浦の現状に対

する適切な理解を深め、水質浄化への意識

高揚につながっている。 

・中高生の利用数増加、個人に対応した学習機

会の充実を図る必要がある。 

・学校等の各種利用団体や県民のニーズに

応じた内容を反映させることが必要。 

 

夏休み!霞ヶ浦わくわくキッズ 

 

目的：住民の理解促進、意識高揚 

対象：小中学生 

内容：体験型学習などの実施 

・参加希望者が多い。また、イベント終了時

のアンケートでは、霞ヶ浦へ関心を持つき

っかけになったという回答が多い。 

・小学校低学年の児童にもわかりやすい説明を

できる体制が必要。→年齢に合わせた複数の

講座の設定、補助の先生増加など。 

・積極的な広報活動、子供たちが興味を引

くようなPRが必要。 

湖上体験スクール 

 

目的：住民の理解促進、意識高揚 

対象：小学生 

内容：湖上体験スクールの実施 

・新規参加者が多く。水質保全に興味を持つ

導入部としての効果が期待されている。 

 

・湖上スクール参加後に続くメニューがない。

→イベント内容の充実(企画力向上) 

・教育部局との連携。 

琵琶湖 びわこまちかどむら環境塾 目的：住民の理解促進、意識高揚 

対象：一般住民 

内容：マザーレイク21計画についての普及啓発。 

・琵琶湖の良さの再認識につながっている。 ・ゼロ予算事業として行われているので、地元

からの開催に関する要望に答えられていな

い。 

・職員の知識の多様化 

・地域からの要望に対応できる職員の増加 

出前講座 目的：住民の理解促進、意識高揚 

対象：一般住民 

内容：琵琶湖をとりまく環境について出前講座を実施。 

・琵琶湖の良さの再認識につながっている。 

 

・対象者に応じたわかりやすい説明が必要。 

 

・事前に対象者の理解力、聞きたいことを

打合せておく。→対象者を話に引き込む

工夫が必要。 

 

こなん水環境フォーラム 

 

目的：住民の理解促進、意識高揚 

対象：一般住民 

内容：環境活動を行っている団体等の活動発表の実施。 

・アンケート結果では、約 8割がフォーラム

について「満足」という回答を得ている。 

 

・イベント等への幅広い継続的な参加の促進 

 

・イベント等を企画するにあたっては、い

かに地域の人に興味を持ってもらい参加

してもらえるかを考えることが重要。 

 

川づくりフォーラム 

 

目的：住民の理解促進、意識高揚 

対象：一般住民 

内容：水質保全に関する講演や、環境活動を行っている

団体等の活動発表の実施。 

・アンケート結果では、内容が充実し、長く

続いているという高い評価を得ている。 

 

・イベント等への幅広い継続的な参加の促進 

 

・イベント等を企画するにあたっては、い

かに地域の人に興味を持ってもらい参加

してもらえるかを考えることが重要。 
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表3-1(3) 住民等が参加している湖沼の水環境保全の取組事例 ＜対応(3)：啓発物等の配布＞ 

湖沼 事業名 目的・対象・内容 効果 留意点 取組を促進するためのポイント 

手賀沼 啓発物の作成・配布 

 

 

目的：住民の意識高揚、理解促進 

対象：小中学生 

内容：パンフレット等の作成・配布(年1回) 

・活動が継続的に行われており、住民の意識

高揚につながっている。 

－ ・参加する人の意見を聞くことと、行政で

できる範囲のすり合わせが重要。 

琵琶湖 水草堆肥配布 

 

目的：物質循環促進、住民の意識高揚 

対象：一般住民 

内容：刈り取り後の水草を堆肥化したものを無料配布し、

その使用結果などを報告してもらい(モニター活

動)、今後の水草堆肥化手法に資する。 

・堆肥の利用希望が多い。 

・水草堆肥の効果への理解が深まっている。 

 

・利用定着に向けた取組が必要。 

・良質でない堆肥も多い。 

 

・良質の堆肥を効率的に提供できるシステ

ム構築が必要。 

 

表3-1(4) 住民等が参加している湖沼の水環境保全の取組事例 ＜対応(4)：コンクール等の募集・表彰等の実施＞ 

湖沼 事業名 目的・対象・内容 効果 留意点 取組を促進するためのポイント 

手賀沼 ポスターコンクール等の開催 

 

 

 

目的：住民の理解促進、意識高揚 

対象：小中学生 

内容：流域内の小中学校からポスター募集しコンクール

を実施(年1回)。 

・活動が継続的に行われており、住民の意識

高揚につながっている。 

－ ・参加する人の意見を聞くことと、行政で

できる範囲のすり合わせが重要。 

霞ヶ浦 霞ヶ浦水質浄化ポスターコンク

ール 

 

目的：住民の理解促進、意識高揚 

対象：小中学生 

内容：県内の小中学校からポスター募集しコンクールを

実施 

・小中学生に定着してきている。 

・子供たちに考える機会を与えている。 

・入賞作品は県内で展示しているので、県民

に幅広く水質保全の大切さを伝えられる。 

・市町村によっては、学校への通知が届いてい

ないなどが見られる。→情報発信力の向上、

情報伝達系統の充実。 

・通知を市町村教育委員会のみならず、各

学校へ直接送付するなどの工夫が必要。 

 

表3-1(5) 住民等が参加している湖沼の水環境保全の取組事例 ＜対応(5)：交流会等の実施＞ 

湖沼 事業名 目的・対象・内容 効果 留意点 取組を促進するためのポイント 

霞ヶ浦 交流サロン運営 

 

目的：住民の意識高揚 

対象：一般住民 

内容：霞ヶ浦ウォーキング、環境フォト教室、投網観察

会、霞ヶ浦講座等の実施 

・霞ヶ浦について考える機会が増えたという

好評を得ている。 

・住民意識の高揚につながっている。 

・参加人数があまり増加していない。 

 

・幅広い広報活動の実施。 

・参加意欲が湧くような内容への改善。 

→企画力、情報発信力の向上 
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表3-1(6) 住民等が参加している湖沼の水環境保全の取組事例 ＜対応(6)：環境活動への助成・協働、支援・連携等＞ 

湖沼 事業名 目的・対象・内容 効果 留意点 取組を促進するためのポイント 

八郎湖 環八郎湖・水の郷創出プロジェ

クト助成事業 

 

目的：住民の意識高揚 

対象：一般住民 

内容：八郎湖及びその流域を活動の拠点とした団体への

活動（水草の植え付け、休耕田再生活動等）を補

助金により助成する事業 

・一定の参加者を得て、継続的に実施されて

おり、住民の意識高揚につながっている。 

・行政の支援(助成)が必要。→住民団体の活動

基盤強化(自主的に活動できるように)。 

・参加者が固定化、年齢の偏りが見られる傾向。

→様々な参加者を得るための企画力、情報発

信力の向上。 

・八郎湖は親水域が少なく、取組の参加者

も固定化するとともに、年齢も小学生や

老人に偏りやすい傾向にある。 

・このことから、幅広い世代を巻き込んだ

取組が必要であり、そのためには多くの

人が利用できる親水域の整備や、幅広い

世代・多くの人が参加できる仕組みが必

要。 

環八郎湖市民ネットワーク 目的：地元NPO等の団体間の連携促進  

対象：地元NPO等の団体など 

内容：地元NPO等の団体の活動支援(委託により) 

・地元 NPO等の団体が主催する普及啓発イベ

ント等の開催や、団体間のネットワーク活

動の活性化。 

・委託事業後も活動できる人材の育成。 

企業のCRS活動との連携 目的：企業を通じた地元NPO等の団体の活動支援 

対象：地元NPO等の団体など 

内容：地元 NPO 等の団体などの活動の支援や、企業の環

境活動との連携した取組(外来魚捕獲等の活動等) 

・一部、企業からの支援、連携が行われ、住

民等が参加する活動の促進が図られてい

る。 

・広範に行われるよう発展させていくために

は、企画力、情報発信力の向上が必要。 

手賀沼 流域フォーラム事業への助成・

協働 

目的：住民の理解促進、意識高揚 

対象：一般住民 

内容：講演会、団体等の活動紹介などの助成・協働 

・活動が継続的に行われており、住民の意識

高揚につながっている。 

－ ・参加する人の意見を聞くことと、行政で

できる範囲のすり合わせが重要。 

霞ヶ浦 市民活動支援事業補助 

機材貸出 

 

目的：住民の環境活動支援 

対象：市民団体、一般住民  

内容：環境保全活動を行う団体への活動費補助、活動に

係る機材の貸し出し 

・活動意欲の高揚を図っている。 ・リピーターが多いが、新規の利用者が増加し

ていない。 

・幅広く制度等の周知させる広報活動が必

要。 

琵琶湖 ヨシボランティア活動促進事業 目的：住民の理解促進、意識高揚 

対象：一般住民 

内容：ヨシ帯の維持管理を担うボランティア等の活動促

進、支援。 

・活動する上での動機付けになっている。こ

の取組を継続して欲しいという声が多い。 

 

・活動対象となるのが交通の利便性の良好なヨ

シ帯に限られやすいこと。 

 

・ボランティアを促進するためのマッチン

グ・コーディネート機能を強化する必要

がある。 
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■八郎湖の事例 
 
◇八郎湖では、流域住民との協働の取り組み支援、環境保全型農業の普及促進などが行われて

いる(図 3-1)。 

◇その効果については、数多くの住民の参加が見られるとともに、住民等による取組が長期間

にわたって継続的に実施されており、住民の湖沼水質保全に対する意識高揚につながってい

ると考えられる。また、八郎湖では、親水域が少なく、利用者が多くないことから、水草の

植え付け、環境学習などのイベントは、八郎湖と住民の関わりを意識することができる貴重

な機会にもなっている。 

◇その一方、住民団体等が主体となってイベント等を実施しているが、助成無しで行うことが

困難であるため、行政からの支援が必要な状況にある。 

◇また、活動への参加者が固定化する傾向、年齢層の偏り（老人、子供の年齢層に集中）が見

られる。 

◇このほか、外来魚除去～魚粉リサイクルの対策では、魚粉肥料の普及促進を図っているが、

製造コスト等が高価となるため、魚粉肥料の事業化が休止状態になっている。このため、住

民団体等の活動基盤の強化や企業のCSR活動との連携の促進、広範な参加者を得るための企

画力や情報発信力の向上に向けた支援、コスト縮減を見据えた技術開発（魚粉リサイクル）、

幅広い世代の多くの人々が八郎湖を利用できる親水域の整備などが課題になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

※秋田県ホームページ(http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1334122085789/files/gaiyouA3.pdf)より 

図 3-1(1) 住民との関わりに関する取り組み事例（八郎湖） 

[八郎湖における多様な主体の参加・交流・連携（「環八郎湖・水の郷創出プロジェクト」）] 
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※秋田県ホームページ(http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1334122085789/files/gaiyouA3.pdf)より 

図 3-1(2) 住民との関わりに関する取り組み事例（八郎湖） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1(3) 住民との関わりに関する取り組み事例（八郎湖－環境保全型農業の普及促進） 
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■佐鳴湖の事例 
 
◇佐鳴湖では、平成 13 年に公共用水域水質測定結果）で COD 年平均値が全国ワースト 1 位と

なり、しばらくその状態が続いていた。このことから、市民、企業、行政等が連携し、水質

をはじめとした環境の改善に様々な取組がなされてきており、平成 21年度には、CODが全国

ワースト 5を脱することになった。 

◇住民等が参加する水環境保全に関するイベントは、住民参画による水質調査、ヨシ刈りなど

が行われ、現在も催されており、住民意識の高揚などが図られている。そのうち、水質調査

イベントは、年 4回程度の頻度で行われており、毎回約 30人の参加者が見られている。 

◇イベントでは、COD 等にこだわらず、水辺空間（ゴミの量など）などの視点による新しい湖

水環境の評価を住民に行ってもらうというものである。また、漁協の協働により、湖で捕れ

るウナギやエビの試食体験なども取り入れ、参加者の意欲を駆り立てる工夫が行われている。 

◇その効果として、住民からは、イベントに参加することにより、新たな発見があったなど、

湖沼への関心が高まっているような意見が聞かれている。ただし、湖沼の水環境保全に対す

る意識を高めて行くには、住民が無意識のうちに水質を悪化させているということを理解・

認識してもらい、水環境改善のために住民ができることは何かを考えてもらえるようにして

いくことが課題として挙げられる。 
 

※前田ら(2009)＊1は、平成 19年に佐鳴湖のヨシ刈り参加者に対するアンケートを行った。

このとき、ヨシ刈り活動以外に関心を持っていることを調査したところ、博物館・美術

館めぐり、キャンプ、山歩き、海釣りといった趣味を持つ傾向にあった。このため、そ

のような人々が立ち寄りそうな所（博物館、美術館、アウトドアショップ等）にヨシ刈

り等のイベントのチラシを置くなどが有効になる可能性が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
＊1:前田恭伸・森保文・伊藝直哉ほか(2009)｢環境ボランティア獲得のための情報提供システム｣環境科学会年会一般
講演・シンポジウム・プログラム 巻 2009,PP166-167. 
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■諏訪湖の事例 
 
◇諏訪湖では、清掃活動・美化活動、環境学習、湖辺親水施設を活用したイベントの開催、水

環境に関する副読本や絵本の配布などを行い、住民等の意識高揚を図っている。 

◇その効果としては、自主的な活動が活発になっていることなどを踏まえると、水環境保全に

対する住民意識が高揚していると考えられている。また、幼少期から適切に教育することに

より、住民意識が高く保たれるので、子どもたちへの環境学習の場などの機会を増やすこと

が課題として挙げられている。 

 

 

■霞ヶ浦の事例 
 
◇霞ヶ浦では、環境学習、湖上体験スクール（観察・プランクトン採取体験）、ポスターコン

クール、市民活動支援事業補助などが行われている。 

◇その効果については、イベントへの新規参加者が多く見られたりすることから、霞ヶ浦への

関心が高まるほか、住民意識の高揚につながっていると考えられる。子供を対象にした環境

学習イベントでは、イベント終了時に参加者の約 9割がイベントを通じて関心を持ったとい

う意見が見られている。 

◇ただし、低学年の子どもたちにわかりやすく説明すること、年齢層毎に行うレベルを変えて

幅広い年齢を対象にしていくとすると、そのために教える側の人員確保などが課題である。 

 

 

■環境ボランティアに関する研究事例 
 
◇森・前田ら(2008)＊2は、人々のコスト・ベネフィット感がボランティア参加に影響している

かどうかをアンケート調査により解析している。 

◇コスト・ベネフィットを「1.労力は大きく、得られる喜びや満足は小さい」、「2.労力は大き

くないが、得られる喜びや満足もそれほど大きくない」、「3.労力は大きいが、得られる喜び

や満足も大きい」、「4.労力は小さく、得られる喜びや満足は大きい」に区分した選択肢を用

意してボランティアのイメージを質問している。 

◇図3-2はボランティア活動参加の程度のアンケ

ート結果（全国対象）である。これを見ると、

「継続的に取り組んでいる」人は全体の 5％以

下と継続的な参加者が少ないことを示してい

るが、同時に「条件がそろえば取り組んでもよ

い」人が約40％を占めており、ボランティア予

備軍が多いことを示している。 

 

 

図 3-2 ボランティア活動参加の程度の 
アンケート結果（全国対象）＊2 
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◇また、森・前田ら(2008) ＊2は、図3-2の「取り組むつもりはない」、「条件がそろえば取り組

んでもよい」、「今後取り組んでみたい」を「不参加 3段階」、残りを「参加3段階」に区分し

て参加要素を回帰分析により解析している。 

◇その結果、コスト・ベネフィット感（純益感）は、不参加3段階（参加していない人々）に

関係していたが、参加3段階（既に参加してる人々）にあまり関わっていなかった。ただし、

参加の意思がない人々に「赤字」感（参加により交通費等の出費が嵩むという感覚）が参加

意思の弱さに関係していたが、その額は金額にすると500円以上1000円未満と小額であった。 

  すなわち、ボランティアを始める際には、ある程度のコスト・ベネフィット感（純益感）

を必要とするが、その感覚は小額であり、一旦、ボランティアを始めると、そのようなコス

ト・ベネフィット感（純益感）は継続する動機にならないことを指摘している。 

 

◇またボランティア活動開始のきっかけとして、自ら情報を探して参加する人は少なく、友人・

知人等から依頼が多いということが知られている。このことからも、活動の「赤字」や「純

益」を考慮しなくても、依頼によって参加を決めて、良い活動とみなしている人が多いと考

えられる。 

◇以上のことから、アプローチの仕方によっては、参加意思のない人も参加者側に引き込むこ

とが十分可能であると考えられる。このため、ボランティア募集の方法を、活動へのアクセ

スを増やすなどの、安価な商品を手に取ってもらうための戦略を応用して考えることも有効

であると考えられる。 

逆に、継続的参加意思については、コスト・ベネフィット感（純益感）の関わりが少ないこ

とから、作業を楽しくするなどの工夫はあまり意味をなさないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
＊2:森保文・前田恭伸・淺野敏久・井田国宏(2008)｢ボランティア参加のコスト・ベネフィット－佐鳴湖浄化のため
のヨシ刈りを例として－｣土木学会、環境システム研究論文集 Vol36., PP 483-489. 
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問い合わせ先                                 
 
 本資料に関する問い合わせは、下記のところへお寄せください。 

 

環境省水・大気環境局水環境課 

〒100-8975 千代田区霞が関 1－2－2 

TEL: 03-3581-3351（代表） FAX: 03-3593-1438 

URL: http://www.env.go.jp/ 

 

 

 

※本資料について、無断引用・転載複製は著作権法上での例外を除き、禁じられています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


